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１ ⽬的 
桐生市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 の規定による「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」に基づく計画で、桐生市における都市の将来像やまちづくりの基本方針を明らか

にするとともに、地域ごとのまちづくりの考え方を示すことにより、本市における都市計画の総合的

な指針となることを目的とします。 

２ 改定の趣旨 
今回の改定は、平成 21 年 10 月の改定から 10 年が経過し、また都市再生特別措置法に基づく桐生

市立地適正化計画が策定され、土地利用その他の方針の見直しを行う必要が生じたことを受けて行う

ものです。なお、桐生市新生総合計画の計画期間が延長となったことを踏まえ、市の基本方針につい

ては大きな変更は無いことから、今改定は時点修正を主体としたものとします。 

３ 位置付け 
本マスタープランは「桐生市新生総合計画」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など

の計画に即しつつ、本市における個別構想・基本計画との整合を図り、都市の将来像、土地利用の方

針及び都市施設整備の方針などを明らかにするものとして位置付けられます。 

 

 図 桐⽣市都市計画マスタープランの位置付け 
 

 

４ 役割 
本マスタープランは“都市計画の総合的なマスタープラン”として市町村が自ら定めるものであり、

以下のような役割が期待されています。 

 

◎住民の意見を反映させながら、都市全体及び地域レベルで、将来的なまちづくりの方針を明示

する。 

◎土地利用、都市施設などの個別の都市計画の実施に関し、地域住民の理解を深めるための基本

とする。 

◎個別の都市計画相互の整合性・総合性を確保する役割を担う。 

◎個別の都市計画を決定あるいは変更する際の方向を示す指針としての役割を担う。 

 
 

桐生市新生総合計画

都 市 計 画 区 域 の

整 備 、 開 発 及 び

保 全 の 方 針

( 群 馬 県 )

桐生市 

都市計画マスタープラン 

・桐生市コンパクトシティ計画

（立地適正化計画） 

・農業振興整備基本計画 

・農業振興地域整備計画 

・桐生市景観計画 

・住宅マスタープラン 

・緑の基本計画 

など (都市計画の決定・運

用) 

・地域地区 

・都市施設 

・市街地開発事業 
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序 論
５ ⽬標年次 

本マスタープランは、基準年次を平成 27 年(2015 年国勢調査年)として、20 年後を見据えた 10 年

後の平成 37 年(2025 年)を目標年次として作成します。なお、上位計画である総合計画などに変更が

生じたり、都市計画区域の再編などがあった場合には、必要に応じて、内容を見直すものとします。 

６ 構成項⽬ 
本マスタープランは、市全体のまちづくりの基本的な方針を示す「全体構想」、地域のまちづくり

の基本的な方針を示す「地域別構想」及び都市整備を具現化していくための方策を示す「まちづくり

の推進方策」の３つの大きな柱から構成されます。 

 

 

１ まちづくりの課題と目標設定 

 

２ 将来都市構造 

 

３ 都市整備の方針 

 ○土地利用の方針 

 ○道路・交通の方針 

 ○公園・緑地の方針 

 ○下水道・河川の方針 

 ○その他の公共施設 

などの方針 

○拠点環境整備の方針 

 ○緑の環境の方針 

 ○住宅・住環境の方針 

 ○都市防災の方針 

 ○景観形成・保全の方針 

 ○市街地開発事業の方針 

１ 地域別構想の意義・目的 

２ 地域区分の設定 

３ 地域別整備の方針 

○中央東地域 

○中央西地域 

○中央南地域 

○境野地域 

○広沢地域 

○相生地域 

○川内地域 

○梅田地域 

○菱地域 

○新里地域 

○黒保根地域 

１ 整備計画と整備段階 

２ 都市施設整備の推進方策 

３ 市街地開発事業の推進方策 

４ 実現化に関する体制づくり 

＜Ⅰ 全体構想＞ ＜Ⅱ 地域別構想＞ 

＜Ⅲ まちづくりの推進方策＞ 

※黒保根地域については都市計画区域の 

指定がありません。 
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Ⅰ 全 体 構 想 
１ ま ち づ く り の 課 題 と ⽬ 標 設 定 

2 将 来 都 市 構 造 

3 都 市 整 備 の ⽅ 針 
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１ まちづくりの課題と⽬標設定 
1-1 桐⽣市の現況とまちづくりの課題 

当市の現況を踏まえたまちづくりの課題は、主に次のようなものがあります。 
○⼈⼝減少と少⼦⾼齢化の進⾏ 

当市の人口は、1975(昭和 50)年をピークに減少を続け、2015(平成 27)年には約 11万 4千人となっ

ています。減少の要因は、地価の安い周辺の非線引き地域への子育て世代の流出、少子化の進行、高

齢化率の増大など様々ですが、特に生産年齢人口の減少が顕著となっており、これに伴う労働力人口

及び地域活動の担い手の減少、需要減少に伴う消費の低下、生活サービス機能の縮小・撤退など、都

市活動全般への影響が懸念されます。 
○都市内の空き地・空き家・空き店舗等の増加 

人口の減少等により、空き家や空き店舗、空き地が増加を続けており、特に中心市街地での進行が

著しい状況です。また、その発生は小さな敷地単位で時間的・空間的にランダム性を持って発生して

おり、都市のスポンジ化が進行・深刻化することが懸念されます。 

○公共施設をはじめとした都市基盤施設の⽼朽化 
当市では、1965(昭和 40)年から 1975(昭和 50 年)代にかけて集中的に建物を整備しており、建設後

30 年以上経過した施設の延床面積は全体の 7割近くを占めているほか、道路・橋・上下水道等の施設

の多くも老朽化が進んでいます。少子高齢化による人口減少、社会保障関係費の増加や税収減が見込

まれることから、全ての施設を現状のまま維持・更新することは困難な状況です。 

○拠点における都市機能の集積と⼈⼝密度の維持・確保 
1960(昭和 35)年頃までは中心市街地とその周辺に都市としての高い集積が見られましたが、自動車

の普及に伴う郊外化と人口減少により、人口密度の低下に歯止めがかからない状況にあります。現状

のまま推移した場合、商業や医療などの生活サービスの縮小・撤退や都市基盤施設の持続的な維持・

更新への支障が懸念されるため、拠点周辺への人口集積をどのように誘導・確保するかが課題です。 

○交通需要に対応した⾻格的道路網整備の推進 
都市活動の集中する市街地は桐生地域の渡良瀬川左岸に形成されていますが、国道などの広域幹線

道路は渡良瀬川左岸に位置するなど、広域交通の連絡性に課題がみられるほか、橋梁や交差点等がボ

トルネックとなり、特定の道路で交通混雑が発生しています。 

また、市内に高速道路が通過しておらず、インターチェンジまでの距離が遠いことから、高速道路

網へのアクセス性向上が課題です。 

○過度の⾃動⾞依存からの脱却と公共交通網の維持・確保 
群馬県が 2016(平成 28)年に実施した群馬県パーソントリップ調査では、自動車を交通手段として

利用する割合が増加し、鉄道・バスの利用の減少が進んでいます。このような中、自動車が使えない

高齢者は、自動車を使える高齢者と比べて外出率が 3 割以上低くなるなど、交通弱者は移動がしにく

い現状も見られます。自動車が使えない人も安心して移動が出来る交通手段として、公共交通網の確

保が求められますが、一方で利用者の減少も進んでいるため、公共交通の利便性向上と利用者数の増

加が課題です。 

○産業活動の活性化 
商業活動では、自動車利用を前提とした郊外の大型店舗の増加の影響もあり、市内の店舗数、商品

販売額とも減少が続いています。商業集積度の高い中心市街地ではその影響も大きく、空き店舗の増

加等による市街地の空洞化が懸念されます。 

工業においては、1988(昭和 63)年のピーク時と比較して事業所数は約 7 割減少、従業者数は約 5割

減少しており、市内の産業活動を支えてきた中小工場の減少が進んでいますが、工業団地の造成など

も進められ、良好な操業環境の確保も進められています。また産業の歴史的背景から住工混在地が多
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Ⅰ 全 体 構 想

く、生産環境と居住環境の両立も課題です。 

物流面では、北関東自動車道の全線開通やインターチェンジへのアクセス道路整備が図られ、円滑

な交通の確保は進んでいますが、市内における物流拠点の整備や市街地内における荷捌きスペースの

確保は十分ではなく、改善に向けた検討が必要です。 

持続的な経済活動の発展と、安定的な雇用の確保を図るため、産業活動を支える充実した都市機能

の確保と活力ある都市の構築が求められます。 

○多発する豪⾬や地震などによる災害への対応 
近年、局地的な豪雨が多発し、降雨量も増加傾向にあるため、水害リスクが高まっています。地震

に関しては、東日本大震災では市内でも広範囲で被災しましたが、地震はいつ、どこで発生するか分

からない状況のなか、地震に対する防災・減災への対応が課題です。 

また、災害の発生を見据えたハザードマップ等の整備や、被害を最小限に防ぐための情報伝達手段

の確立など、ソフト面の整備も進められていますが、人口減少や高齢化による地域防災力の衰退も見

受けられるため、いざというときに必要な情報や物資の伝達体制の確保や安心して住み続けられる都

市づくりに向けた対応が課題です。 

○桐⽣市の特徴を活かしたまちづくりの推進 
当市には、織物産業の隆盛とともに造られた多くの近代化遺産や当時の趣を今に伝える重要伝統的

建造物群保存地区などの歴史的・文化的資産、都市の発展とともに育まれ親しまれてきた祭礼行事や

食文化、豊かな自然環境など、先人から受け継いだ素晴らしい資産を有しています。また、市内には

群馬大学大学院理工学府をはじめとした高等教育機関も多く存在しており、多くの若者が当市に通い、

生活しています。 

これらの特徴を活かすため、まちづくりとして桐生市の良さをどのように発信し、交流人口の増加

や産学官の連携交流に繋げ、深めていくかが課題です。 

○⼈にやさしいまちづくりの推進 
少子化が進行する中で、誰もが安心して暮らし、子供を産み育てることに夢が持てる、子育てに適

した環境づくりが一層求められます。 

また、今後高齢者の増加が見込まれる中、高齢者や障碍者を含む全ての人が健全に都市生活を送れ

る環境づくりが急務となっています。 

誰もが住みたいと思える、住み続けたいと思えるまちづくりの推進にあたり、市民・事業者・行政

が協力しあい、人にやさしいまちづくりの推進を積極的に進めていくことが重要です。 
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1-2 まちづくりの⽬標設定 
(1)まちづくりの理念 

本市は豊かな自然に恵まれるとともに、古くから織物産業で栄え、周辺地域の人々にも利用される

多くの公共公益施設が集まるなど、東毛地域における中心都市として発展してきましたが、近年では

産業の停滞、高齢化や少子化などに伴う人口の減少傾向が見られ、まちづくりを進める上で多くの課

題が見受けられます。 

こうした中、都市の維持・発展を図るためには、各種の新しい産業経済活動を創出していくことが

必要です。このため、高速道路の利用などにより拡大される新たな産業活動、大学や研究施設などを

活かした学術研究機能の強化、情報・文化などの多様な複合立地を可能とする都市の形成が望まれて

います。 

さらに、豊かな自然環境、地域の歴史や文化的な資産を活用し、市民が自ら誇りを持ち、来訪者に

とって何度も訪問し住みたくなるような魅力あふれるまちづくりを進めるために、将来のまちづくり

の理念を次のように考えます。 

 

豊かな自然環境を保全しつつ、時代に呼応した生活、産業、教育、文化面での高度化を進めながら

これらの調和を図り、誰もが安心して住み続けられる快適なまちづくりを進めるとともに、都市構造、

都市環境を適切にデザインし、都市活動などを通じた交流が活発な、活気と魅力あるまちづくりを行

う。 

 

(2)まちづくりの⽬標 
桐生市新生総合計画では、まちづくりの基本テーマを「信頼・責任・積極性」と定め、この理念を

受けた将来都市像である「伝統と創造、粋なまち桐生」の実現を目指しています。 

都市計画では、新生総合計画の将来都市像の実現のため、まちづくりの理念を踏まえ、本市のまち

づくりの将来像を次のように定めます。 

 

自然と都市環境とが調和し、 

安心して住み続けられる産業文化都市 

 

まちづくりの将来像の実現を目指すため、次に示す６つのまちづくりの目標を定め、諸施策を推進

します。 

 

○活気と魅力のあふれる核の形成 

 ○市民の交流を支える一体性のある都市構造の形成 

 ○歴史・文化資産を活かした魅力的なまちの形成 

 ○自然環境が豊かな潤いのあるまちの形成 

 ○職住の調和のとれた、安心して住み続けられる快適な市街地の形成 

○地域の特性を活かした産業活動が活発なまちの形成 
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2 将来都市構造 
2-1 将来都市構造 
(1)基本的な考え⽅ 

まちづくりの目標を実現するために、「拠点」「都市軸」などの構成要素を基本に、まちづくりの基

本的な構成を示す将来都市構造を以下のように考えます。 

①活気と魅⼒のあふれる核の形成 
古くからの中心市街地として発展してきた桐生駅、本町通り及び市役所周辺などを都心核として

位置付け、商業・業務機能の強化及び都心居住の推進などにより都心地域としてふさわしい土地の

高度利用を誘導し、商業・業務、交流を中心とした都市機能の強化を図り、活気と魅力のあふれる

都心核の形成を目指します。 

また、新桐生駅周辺、相老駅周辺を地域中心核として位置付け、周辺都市に連絡する鉄道網や国

道 50号・国道 122 号などの道路網の立地を活かした拠点整備を進め、都心核の機能を補完するもの

とします。 

②市⺠の交流を⽀える⼀体性のある都市構造の形成 
いきいきとした都市を形成するため、都心核や地域中心核などの拠点の育成・強化を図るだけで

なく、本市と周辺都市が連携することにより活力ある都市圏の形成を目指し、広域アクセス道路の

整備を進めるとともに、中心市街地の一体化と通過交通の流入低減、都心核内の都市活動の強化を

図る内環状道路などの交通体系の整備を進め、市民の交流を支え、産業の支援を図る一体性のある

都市構造の形成を目指します。 

また、行政区域がみどり市を間に挟む形で分断されている状況ではありますが、各地域間を結ぶ

道路や広域幹線道路などの整備により、一体性の強化を目指します。 

③歴史・⽂化資産を活かした魅⼒的なまちの形成 
桐生らしい特色ある施設の立地、あるいは歴史資産の集積のある地区などに魅力づくりの拠点を

位置付け、重点的かつ拠点的に環境整備を図ることにより、歴史・文化資産を活かした魅力的なま

ちの形成を目指します。特に有鄰館周辺については歴史的建物の形態保存と近代化遺産としての活

用を検討し、個性的で魅力的なまち並みの形成を図ります。 

④⾃然環境が豊かな潤いのあるまちの形成 
豊かな自然環境を基礎に、山地・河川の緑と水を適切に維持・保全し、生活に潤いを与えるとと

もに、高齢化や生活意識の多様化などに対応しつつ、特色ある施設が立地する地区などに都市生活

を豊かにする余暇活動の拠点として、緑・レクリエーション拠点を位置付け、重点的かつ拠点的に

環境整備を図ることにより、自然環境が豊かな潤いのあるまちの形成を目指します。 

⑤職住の調和のとれた、安⼼して住み続けられる快適な市街地の形成 
地区条件に応じた適正な土地利用や密集市街地の防災性の向上などによる居住環境の向上、住工

の適切な調和的共存、高齢社会などへの対応を踏まえた公共交通サービスの向上などの都市環境の

向上を図り、職住の調和のとれた、安心して住み続けられる快適な市街地の形成を目指します。 

⑥地域の特性を活かした産業活動が活発なまちの形成 
繊維産業などに由来する古くから培われたものづくりなどの地域特性を活かした産業の振興を図

り、既存の産業の成長に配慮するとともに、新たな産業の受け入れにも柔軟に対応できるよう基盤

整備を推進します。特に群馬大学周辺については、本地区の産業支援に配慮し、市民や産業と学術

研究の交流環境向上を目指す人材・企業の育成の場として位置付け、地域の伝統産業や歴史資源を
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活かした地域まちづくりを目指します。 

また、中心商業地については、密度を高めた商業機能の維持を図るとともに、生活・交流機能な

どの誘導・集積を図り、ものづくりのまちとしてにぎわいと魅力ある拠点の形成を目指します。 

新里地域については、既存工業団地の生産環境維持・拡充や工場適地計画に基づく新規工業団地

の整備などにより、新たな産業の受け入れに対応できるよう、基盤整備を図ります。 

 

なお、以下に各構成要素の基本的な整備方針についてまとめます。 

 

(2)拠点 
①都⼼核 

桐生駅を中心に、商業施設や文化施設、行政施設などが集積し、本市の中枢機能を有する地域が

形成されており、今後もこの地域に都市機能の誘導・集積を図り、将来においても本市の中心市街

地、また桐生広域における中心都市としての役割を担う地域として都心核を位置付け、商業、業務、

交流を中心とした利便性の高い拠点の形成を目指します。 

②地域中⼼核 
都心核の機能を補完するとともに、道路網や鉄道網などの立地を活かした、地域における中心的

な拠点として、以下の地域を地域中心核として位置付け、都市機能の誘導を図ります。 

a.新桐⽣駅周辺 
東武鉄道や国道 50号などの既存の広域交通網とともに、近隣には北関東自動車道も整備されて

おり、都心核につながるもう 1 つの玄関口としての機能を有していることから、都心核の発展を

補完し、併せて渡良瀬川右岸側の中心的な拠点としての役割を担う地域中心核として位置付け、

都市機能の誘導・集積を図ります。 

b.相⽼駅周辺 
首都圏及び広域圏につながる鉄道 3 路線及び国道 122 号などの広域交通体系や多くの広域施設

の立地により、本市の副次的な役割分担を果たす地域となっており、都心核の発展を補完し、併

せて広域行政の拠点としての役割を担う地域中心核として位置付け、都市機能の誘導・集積を図

ります。 

c.超⻑期における地域中⼼核(副都⼼)の考え⽅ 
超長期的には、鉄道 4 線が相互に乗り入れられる新駅の設置が可能で、主要幹線道路網の立地

特性を活かせる相生の松周辺に、新桐生駅周辺と相老駅周辺の 2 つの地域中心核を集約していく

ことを検討していきます。 

③⽣活拠点 
合併前の旧町村において行政機能やその他機能が集積していた地区を基本とし、今後も生活利

便性を維持すべき拠点としての役割を担うものです。不足する機能は都心核・地域中心核との連

携により補完します。 
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図 1-1 将来都市構造の考え⽅(超⻑期の都市構造イメージ) 
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③その他の拠点 
a.魅⼒づくりの拠点 

以下の拠点を魅力づくりの拠点として位置付け、重点的かつ拠点的に環境整備を図ります。 

ｉ)桐⽣駅・本町通りゾーン 
生活環境としての利便性、快適性を向上しつつ、人口の維持・誘導を図る、働き、住み、憩う

職住接近型の都心再生を図る都心ゾーンの形成を目指します。 

ii)シビックゾーン 
市役所、文化施設、医療施設など多くの市民サービス施設が集積する、多くの市民が訪れるゾ

ーンとして、建物周辺や通りなど環境整備を促進し、快適な市民サービスゾーンづくりを目指し

ます。 

iii)群⾺⼤学周辺拠点 
群馬大学工学部や同地域共同研究イノベーションセンター一帯を人材・企業の育成の場として

位置付け、研究・文教の場にふさわしい周辺環境整備や、市民や産業と学術・研究の交流環境の

向上を目指します。 

iv)彦部家住宅周辺拠点 
国指定重要文化財である彦部家住宅を中心とし、賀茂神社、法楽寺、椿森のツバキ群など、貴

重な歴史的資産と、その周辺環境を保全しつつ、広域的に人々が訪れやすい拠点づくりを目指し

ます。 

ｖ)有鄰館周辺拠点 
有鄰館を歴史的まち並み及び文化の核施設としながら、周辺と調和の取れた景観を形成しつつ、

歴史まちづくりに向けた整備を図ります。 

vi)柄杓⼭周辺拠点 
市街地ならびに北部山地の眺望の良い柄杓山(城址)を中心に、周辺の梅原館跡、日枝神社、西

方寺などの歴史的資源や、オノサトトシノブ美術館(平成 30 年 3 月末現在休館中)、桐生織塾な

どの文化的施設などを保全・活用しつつ、環境整備を促進し歴史的風土を醸し出す、歴史・文化

ゾーンづくりを目指します。 

vii)昆⾍の森拠点 
県立ぐんま昆虫の森を中心として、各種交通のアクセス性の向上を図ることにより、桐生市民

だけでなく、県内・県外の人々が、昆虫の森及びその周辺に広がる豊かな自然にふれあえるよう

な環境づくりを目指します。 

viii)カリビアンビーチ拠点 
清掃センターの余熱を利用したプールや遊具などを活かし、桐生市民だけでなく周辺都市の

人々が楽しめる室内レジャー環境の活用を図ります。 

 

b.緑・レクリエーション拠点 
以下の拠点を緑・レクリエーション拠点として位置付け、重点的かつ拠点的に環境整備を図り

ます。 

ｉ)渡良瀬川拠点 
近隣・地区レベルのレクリエーション需要へ対応し、自然的条件、位置条件に適した利用形態

の整備を図り、水辺の多様なレクリエーションの場の形成を目指します。 

ii)桐⽣市運動公園拠点 
交通利便性の向上などを図り、桐生市民をはじめ、東毛地域の人々が気軽にスポーツ・レク

リエーション活動が楽しめ、さらに競技スポーツの向上に資する施設・環境づくりの推進を目
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指します。 

iii)桐⽣市南公園拠点 
総合公園である桐生市南公園を中心に、茶臼山及びそのハイキングコースなどと一帯となって

市民の身近な憩いの場の形成を目指します。 

iv)⾃然観察の森拠点 
自然観察の森を中心とし、小倉地区の文化財のある社寺などや周辺の自然と一体となった、自

然と歴史に親しむレクリエーションの場の形成を目指します。 

ｖ)梅⽥湖拠点 
豊かな自然を守りながら、梅田湖、桐生市青少年野外活動センター、ふるさとセンター及び梅

田台緑地など既存の施設や場所との連携を図りつつ、水面や周辺緑地の活用により、屋外レクリ

エーション機能の拡充を促進し、市内外から多くの人が訪れる、広域的レクリエーション拠点づ

くりを目指します。 

vi)桐⽣川スポット拠点 
災害に対する安全性を確保しつつ、豊かな自然を守り、育て、活用し、市民が生活の中で日常

的に親しめる川の環境づくりを進めるとともに、桐生川の源流部から下流部にかけて、各流域の

特性に応じた複数の水に親しむスポット的な拠点整備を目指します。 

vii)⼭上城跡公園拠点 
地区公園であり、県指定史跡山上城跡を有する山上城跡公園を中心として、周辺に広がる豊か

な自然や、薪能が行われる舞台など歴史と文化の薫る環境を活かした、地域の拠点としての環境

づくりを図ります。 

viii) 利平茶屋・花⾒ヶ原森林公園拠点 
豊かな森林や美しい水辺など、恵まれた自然環境を活かした、キャンプやハイキングなどの屋

外レジャー活動の拠点としての環境づくりを目指します。 

(3)都市軸 
①広域アクセス道路 

広域的アクセス性向上を実現するため、関連自治体との調整を図りつつ、市内の環状道路や幹線

道路等と連結する北関東自動車道への広域アクセス道路の形成を目指します。 

②内環状道路 
中心市街地を一体化するとともに通過交通の流入を低減し、都心核内の都市活動を高めるため、

中心市街地を周回する内環状道路の形成を目指します。 
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図 1-2 将来都市構造図 
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3 都市整備の⽅針 
3-1 ⼟地利⽤の⽅針 
(1)基本的な考え⽅ 

①広域的な視点に⽴った効率的で⼀体的な⼟地利⽤ 
行政区が飛び地となっている現状を踏まえ、みどり市との連携・協調を図りながら、一体的で効

率的な土地利用について検討を進めるとともに、広域的な視点に立った都市計画の運用についても

連携を図ります。 

②都市構造の形成及び地域⽣活圏の形成を⾒据えた適正な⼟地利⽤ 
将来都市構造の形成及び地域生活圏の形成を見据え、主要幹線道路として位置付けられる道路沿

道に、交通量の多い立地性を活かした沿道型商業地を位置付けるなど、円滑な都市活動を支える適

正な土地利用を図ります。 

③地域特性に応じた市街地環境の形成に向けたきめ細かな⼟地利⽤ 
快適な居住環境の実現を目指し、地域特性に応じた市街地環境の形成を図るため、地域地区など

に基づき、きめ細かな土地利用区分を図ります。 

④豊かな⼭地・丘陵地や河川などの保全による⾃然環境と調和した⼟地利⽤ 
豊かな山地・丘陵地や河川などは、都市環境や都市景観の向上に資するものとして、災害防止・

治水計画に配慮するなかで、緑地として保全するとともに市民の憩いの場として活用を検討し、自

然と調和する土地利用の誘導を図ります。 

⑤計画的な市街化区域編⼊による⼟地利⽤ 
市街化調整区域内の土地については、長期的な展望に立った計画的な市街地整備を検討し、整備

の見通しが確実になった地区を農林業などと調整を図り、市街化区域として編入を図ります。 

(2)市街地規模・区域の設定 
①市街化区域へ編⼊する地区 

土地利用の基本的な考え方に基づき、次の１地区を市街化区域に編入します。 

表 1-1 市街化区域へ編⼊する地区 
地 区 名 規  模 備  考 目 標 年 次 

広沢 南公園地区 約 6ha 開発行為 平成 37年 

 
②市街地の規模 

目標年次まで、上記 1 地区を市街化区域として編入するものとし、市街化区域の規模は 3,040ha

とします。 

表 1-2 市街化区域の規模 
 面  積 備  考 

平成 27年現在 3,034ha  

平成 37年 3,040ha  
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図 1-3 市街化区域編⼊区域図 
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(3)⼟地利⽤の区分と⼟地利⽤の⽅針 
地区の特性を活かした土地利用を推進するため、次のように区分し、土地利用の方針を設定します。 

表 1-3 ⼟地利⽤の区分と⼟地利⽤の⽅針 
土地利用区分 土地利用の方針 配置方針 

市
街
化
区
域 

商業地 商業施設、業務施設、娯楽施設などが集積する

地区、あるいは今後集積を図る地区 

桐生駅・本町通り一帯の中心市街地に配

置する。 

沿道型 

商業地 

交通量の多い立地性を活かし、沿道サービス型

店舗などの集中的な立地を図る地区 

国道 50号沿道に配置する。 

商住 

複合地 

近隣の居住者などに対して、日用品などを供給

する店舗、その他のサービス施設などが集積す

る地区、あるいは今後集積を図る地区。 

新桐生駅周辺ならびに相老駅周辺の地

域中心核に配置する。 

中心市街地周辺ならびに境野町二丁目

付近、三吉町付近、川内町三丁目付近の

主要な道路沿道に配置する。 

一般 

住宅地 

専用住宅を中心とする地区、あるいは今後計画

的に誘導を図る地区。 

堤町、宮前町、元宿町、境野町三・四丁

目、広沢町、相生町、川内町三丁目、菱

町一・二丁目、梅田町などの専用住宅が

集中している地区に配置する。 

専 用 住

宅地 

低層住宅地として、現在の良好な環境の保全を

図る地区、あるいは低層専用住宅の転換を図る

地区。 

また、中高層住宅の住宅団地として、住宅専用

の土地利用を保全する地区、あるいは今後中高

層住宅の転換を図る地区。 

低層住宅団地ならびに、相生町五丁目の

一部などに配置する。 

 

中高層住宅団地ならびに相生町四・五丁

目などに配置する。 

住工 

複合地 

軽工業施設、流通関連施設業と住宅が混在して

おり、地場産業、都市型新産業などの保護・育

成と住環境との共存を図る地区。 

また、地元の住民、営業者などの意向によって

は、住宅系の土地利用へ転換を図る地区。 

東、東久方町、天神町二・三丁目、境野

町、広沢町五・六丁目、相生町二・三・

四丁目、川内町、菱町の工場と住宅が混

在する地区に配置する。 

工業地 規模の大きな工場が立地し、その操業環境を保

全する地区。 

相生工業団地、相老駅西側、境野工業団

地、広沢町一丁目の一部などに配置す

る。 

市
街
化
調
整 

区
域 

農地・ 

農村 

集落地 

優良農地の保全・確保に努めるとともに、道路、

排水などの整備を進め、集落環境の向上を図る

地区。 

既存の農地。 

山地・ 

丘陵地 

林業に配慮し、自然環境の保全と樹林の育成が

図られるとともに、市民のレクリエーションや

憩いの場となる地区。 

既存の山地・丘陵地。 

区
域
区
分
の
な
い
地
域 

住宅地 専用住宅を中心とする地区、あるいは今後計画

的に誘導を図る地区。 

新川、山上、小林、武井などの専用住宅

が集まった地区に配置する。 

商住 

複合地 

近隣の居住者などに対して、日用品などを供給

する店舗、その他のサービス施設などが集積す

る地区、あるいは今後集積を図る地区。 

新里駅周辺及び新川駅周辺に配置する。

工業地 規模の大きな工場が立地し、その操業環境を保

全する地区。 

山上工業団地、武井工業団地、板橋上赤

坂工業団地などの既存工業団地及び工

業団地造成計画のある地区とその周辺

に配置する。 

農地・ 

農村 

集落地 

優良農地の保全・確保に努めるとともに、道路、

排水などの整備を進め、集落環境の向上を図る

地区。 

既存の農地。 

山地・ 

丘陵地 

林業に配慮し、自然環境の保全と樹林の育成が

図られるとともに、市民のレクリエーションや

憩いの場となる地区。 

既存の山地・丘陵地。 
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(4)⼟地利⽤の誘導⽅針 
①市街化区域 

a.商業地 
桐生駅周辺や本町通り一帯では、広域的な商業・業務、文化拠点の形成を目指し、商業・業務、

文化、サービス機能を中心とした土地利用を図ります。低層階は商業、サービス業などの土地利

用とし、多くの人々が訪れ、連続したにぎわいを創出します。 

また、土地の高度利用を促進し、都市型住宅の導入も図り、中心市街地としてバランスのとれ

た土地利用を促進します。 

土地の有効利用や機能の誘導にあたっては、｢桐生市立地適正化計画｣に基づく｢都市機能誘導区

域｣に位置づけられた｢桐生駅周辺地区｣、｢新桐生駅周辺地区｣、｢相老駅周辺地区｣において、誘導

施設やその他生活サービス施設の誘導や維持を行い、利便性の高い商業地の形成を促進します。

また、道路などの適切な都市基盤条件を整えながら、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業

などの活用を図ります。 

空き地や空き家等、低未利用地の利活用について、長期にわたって活用が行われない場合、地

域の賑わいが失われ、景観や防災、防犯面から地域の魅力が損なわれるため、利活用と管理につ

いての方針策定について検討を行います。 

 

＜中心商業地(桐生駅・本町通りゾーン)の土地利用の誘導方向イメージ＞ 

 ○面的に密度を高めた商業・業務、文化集積ゾーンの形成(にぎわいのゾーンづくり) 

   末広町通り、本町通りと連続し、長大な路線型商店街が形成されていますが、これを軸と

しながら、桐生駅から本町通り一帯にかけて、商業・業務・文化などの都市機能の集積を、

面的な広がりを持ちつつ、密度を高め再編などを促進し、歩行者空間のネットワーク化によ

り、回遊性と面的なにぎわいのある商業ゾーンの形成を目指します。 

 ○周辺の商店街と連続する商業ゾーン 

   錦町や本町三丁目の商店街などは、面的に密度を高めた商業集積ゾーンとゆとりある歩行

者空間により緊密に連絡するとともに、商店の品揃えの充実・専門店化などにより、個性化

を図り、相互の往来の多い商業ゾーンの形成を目指します。 

 ○再開発などによる商業機能・空間の充実と定住人口の回復 

   本町通り、末広町通りの沿道では、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業などを推進

し、機能の洗練・強化を図り、にぎわいの核としていきます。 

   また、再開発事業などと併せ、都市型住宅の供給を図り、定住人口の確保に努めます。 

   周辺の連続する商店街では、優良建築物等整備事業などによる建物の共同化や建替えを推

進し、低層部の商業空間の連続性を確保しつつ、上層部への住宅整備などにより定住人口の

回復を図ります。 

   なお、地区整備の検討にあたっては、社会資本整備総合交付金事業などの活用により、都

市再生整備計画などを作成し、整備を進めます。 
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Ⅰ 全 体 構 想

 

■中心商業地の整備イメージ 

 

 

b.沿道型商業地 
国道 50 号や中通り大橋線沿道では、既成商業地との機能分担、連携などによる共存に配慮しつ

つ、外食産業や専門店、大規模スーパーマーケットなどの、交通利便性を活かした沿道型の商業

施設の立地を促進するとともに、十分な駐車場の確保や周辺の住環境との調和を図ります。 

c.商住複合地 
新桐生駅周辺や相老駅周辺では、長期的視野に立ち、都市基盤整備、新たな拠点にふさわしい

都市機能の誘導や、ゆとりのある空間整備の方針・計画を検討します。新桐生駅周辺では東京方

面からの玄関口にふさわしい機能の導入、相老駅周辺では広域的官公庁施設の配置などを含めて

検討していきます。 

中心商業地周辺では、既存の商店などの維持あるいは機能更新を図りつつ、定住人口の維持回

復のため、道路などの基盤条件の向上や土地の有効利用を進めながら、都市型住宅などの確保に

努めます。 

境野、川内地域などの近隣型商店街では、地域の生活利便性の向上を図るため、商店、生活関

連サービス店などの立地を充実しつつ、連続した商業集積や買物しやすい空間づくりを誘導して

いきます。また、併せて土地の有効利用により住宅の確保に努めます。 

d.⼀般住宅地 
市街化区域内の既存の住宅地は、安全で快適な住環境の誘導による土地利用を進めます。また、

良好な住宅地では、敷地規模や高さの制限などの住環境のルールづくりについて支援し、ゆとり

ある住環境の形成に努めます。 

また、市街化区域周辺部の住宅地は、無秩序な拡大を防止するとともに、安全で快適な住環境

を誘導します。 
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e.専⽤住宅地 
桐陽台、岡の上などの低層住宅地では、良好な住環境の保全・向上を図ります。そのため、宅

地の細分化防止、緑化の推進など、住民が主体となったルールづくりの検討を促進します。 

相生町五丁目などでは、面的な基盤整備などを促進しつつ低層専用住宅を誘導し、良好な基盤

施設を備えた低層住宅地の形成を図ります。 

渡良瀬団地、間ノ島団地などの中高層住宅地では、住宅専用の土地利用を保全し、新たな中高

層住宅の供給や建物の更新にあたっては、周辺の住宅地などと調和し、共存できるよう誘導しま

す。 

相生町四・五丁目などでは、周辺との調和に配慮し、中高層住宅の誘導を図ります。 

ｆ.住⼯複合地 
工場や住宅が混在する地区では、既存の工場などの操業や新たな産業の立地に配慮しつつ、住

環境の維持・向上を図ります。このため、混在する地区の位置条件や、工場や住宅の混在状況を

踏まえ、地元の営業者や住民の意向、話し合いなどを基に、住宅を主体とする地区、住工が混在

する地区など、地区の土地利用の方向や、住工共存のためのルールづくりなどを市民の協力を得

て検討していきます。 

地区計画などを活用し、工業や住宅など各々の環境を維持しつつ、良好な相隣関係の実現を目

指します。 
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Ⅰ 全 体 構 想

＜住工複合地の土地利用の誘導方向イメージ＞ 

○地区の位置条件、混合の状況に応じた土地利用の誘導の検討 

  住工複合地については、地区の位置条件や混合の状況に応じ、複合型の土地利用あるいは用途の

純化を、街区単位もしくはゾーン単位で検討を進めます。 

  本地区においては、住工複合地は広く分布しており、次のような条件から優先順位を定め、順次

進めるものとします。 

 
  現在の住宅と工場の混在状況や位置条件などから、都心部周辺の中央東地域東地区などの先行的

な検討が望まれます。 

○地元住民・工場営業者の意向に基づく土地利用の方向付け 

  本地区の住工複合地の工場の多くは中小工場であり、工業の主要な部分を占め、これが特色の１

つとなっています。住宅の土地利用が支配的であるとの理由のみで住宅地への用途純化を図ること

は難しく、これらの工場の保護・育成を図ることを目指し、地元住民や工場営業者の意向に基づき、

土地利用の方向を定め、維持していくためのルールづくりを促進していきます。 

 

＜条件＞ 

優先順位 

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 

・工場などの混合度 

・都市内の位置条件・位置付け 

・用途変化の程度 

・その他 

＜単位＞ 

ゾーンまたは街区 

住
工
複
合
地 

地元住民・ 

工場の意向 工場などの生産環境

を優先的に保全する

街区・ゾーン 

住工の共存環境づく

りを図る街区・ゾーン 

住宅地として住環境

の向上を図る街区・ゾ

ーン 

工場などの受け皿づくり 工業団地 

工業地域 

準工業地域 

住居系地域 

・周辺への環境対策

・工場の共同化・ 

集団化 

・まちづくり協定 

・地区計画 

・建築協定 

・指導要綱 

 ほか 

■住工複合地の土地利用方向の検討パターン(例) 
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図 1-4 住⼯複合地の⼟地利⽤⽅向検討図 
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Ⅰ 全 体 構 想

h.⼯業地 
相生、境野、広沢地域の規模のまとまった工業地については、周辺の環境対策を講じつつ、生

産環境を維持し本市の産業を支える地域として育成します。 

i. 公共公益施設⽤地 
公共公益施設が立地する用地については、現在の土地利用を保全しつつ、施設の更新などにあ

たっては周辺と調和する施設及び環境整備に配慮します。 

また、公共施設の再編や、廃止等により生じた跡地については、民間活力による地域のにぎわ

いの向上や活性化につながる有効利用について、庁内外や関係機関との協議、検討を行います。 

 

②市街化調整区域 
a.農地 

市街化調整区域内の農地については、営農環境の保全に努めるとともに道路や排水などの整備

を進め、集落環境の向上を図ります。 

b.⼭地・丘陵地 
山地・丘陵地の樹林は、森林の保水機能維持、地球温暖化の抑制など環境面への配慮に加え、

林業などにも配慮し、保全・育成を図るとともに、市民のレクリエーションや憩いの場に誘導し

ます。また民間による開発が行われる場合には、目的に応じた開発地としての適正、環境への影

響などに十分配慮し、開発を誘導します。 

 

なお、公共公益施設が立地する用地については、現在の土地利用を保全しつつ、施設の更新な

どにあたっては、周辺と調和する施設及び環境整備に配慮します。 

 
③区域区分のない地域 

区域区分の指定がなく、用途地域などの土地利用規制も設定されていない地域については、農林

漁業との調整を図りながら、特定用途制限地域など各種の都市計画制度の活用により、良好な土地

利用の誘導を図ります。以下に土地利用の誘導方針を示します。 

住宅地については、住・工・商などの土地利用の混在化を防ぎ、安全で快適な住環境の保全を図

ります。 

商住複合地では、地域の生活利便性の向上を図るため、商店、生活関連サービス店などの立地を

充実しつつ、買物しやすい、にぎわいのある空間づくりを誘導していきます。また、併せて土地の

有効利用により住宅の確保に努めます。 

工業地ならびに今後新たに計画される工業団地等については、周辺への環境対策を講じつつ、生

産環境の維持・向上を図るとともに、既存施設の集約化を促進し、本市の産業を支える地域として

育成を図ります。 

農地については、農業振興地域整備計画に基づいて確保するとともに、遊休農地の解消を推進し

ます。併せて道路や排水等の整備を図り、農村集落の環境向上を図ります。 

山地・丘陵地の樹林は、森林の保水機能維持、地球温暖化の抑制など環境面への配慮に加え、林

業などにも配慮し、保全・育成を図るとともに、市民のレクリエーションや憩いの場としての活用

も図ります。 
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図 1-5 ⼟地利⽤⽅針図 
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Ⅰ 全 体 構 想

3-2 道路・交通の⽅針 
(1)基本的な考え⽅ 

①将来の交通需要に対応した、円滑な都市活動を⽀える交通基盤の強化 
中心市街地を中心とした交通や市内外を連絡する交通など、将来の交通需要に対応し円滑な都市

活動を適切に支えるとともに、産業支援・土地利用に整合した交通基盤の強化を図ります。 

②地域間交流を⾼める道路ネットワークづくり 
市域を一体化し、地域間の交流を高め、良好な交通環境の市街地が形成されるよう、適切な道路

交通ネットワークづくりを推進します。 

③広域的アクセス性の強化 
都市活動の広域化、北関東自動車道の整備による広域的交通条件の変化などに対応し、周辺都市

との交通連絡性の向上を図ります。 

④安全で快適な道づくり 
中心市街地がにぎわい、住宅地が安全で快適に歩ける道づくりを推進します。幹線道路への歩道

の整備、住宅地での通過交通の抑制などとともに、歩行者空間については、歩行者や障害がある方

など様々な人々が安心して移動でき、緑や景観などに配慮した歩行者ネットワークの形成を図りま

す。 

⑤災害に強い道路ネットワークづくり 
災害時の避難路や延焼防止機能として適切な役割を担う幹線道路のネットワークを形成し、災害

に強いまちづくりを図ります。 

⑥都市計画道路の⾒直し 
人口減少等による交通需要の低下に伴い、交通量は緩やかな減少が見込まれますが、主要幹線交

差点や市街地部における交通渋滞は依然として多く、都市活動を適切に支える、環状型＋グリッド

(格子状)型パターンの骨格的道路網の形成が必要です。また、都市としての一体性強化や広域的な

道路網形成を図るべく、みどり市等との連携を進めていく必要があります。 

都市計画道路の見直しについては、平成 31 年に定めた見直し方針をもとに、関係機関と協議を進

め、適切に都市計画手続を行うとともに、定期的に検証を行い、必要な都市計画道路の整備及び不

要な都市計画道路の廃止などを見据えた都市計画決定・変更を進めます。 
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 (2)整備⽅針 
①幹線道路の整備 

a.広域幹線道路 
・国道 50 号(整備済) 

市域内は 4 車線で整備済ですが、今後、国道 50 号バイパス前橋笠懸道路の整備促進をはじめと

した都市間の広域連絡性の更なる強化、北関東自動車道へアクセスする道路との接続、歩行者空間

の安全性の向上などを関係機関に働きかけていきます。 

・国道 122 号 
広沢町一丁目付近などで都市計画道路として未整備の状況となっているため、この整備を促進し

ます。また、相生町二丁目付近で国道 122 号がクランク状になっており、長距離トリップを担う道

路として、路線・ルートの見直しを働きかけていきます。なお、車線数については、今後みどり市

と調整を図っていきます。 

・国道 353 号 
現状では国道353号は広沢町一丁目から相生町四丁目の区間において国道122号と兼用していま

すが、今後、整備の促進を関係機関に働きかけていきます。 

b.環状道路の整備 
特定の道路への交通集中の低減と、ルートの選択性向上による都心核内の交通流動の円滑化を

図るとともに中心市街地の都市活動を支える内環状道路の整備を図ります。 

ルートについては都市計画道路や既存道路をできるだけ活用しつつ、次のように設定します。 

(環状道路のルート) 
・内環状道路 

都市計画道路美原線―都市計画道路錦琴平線―渡良瀬川左岸沿い―都市計画道路昭和橋線―桐

生川左岸沿い(菱)―桐生川横断―都市計画道路永楽町線―延伸―都市計画道路美原線 

なお、これらの路線のうち、都市計画道路として都市計画決定されていない路線・区間について

は、具体的なルートを検討し、都市計画道路としての位置付けを図ります。 

c.広域アクセス道路の拡充・整備 
周辺各都市や主要都市との交通連絡性の向上のため、国道 50 号・122 号及び北関東自動車道各

IC へのアクセス道路の拡充・整備を図ります。 

北関東自動車道へのアクセス道路として、次の道路を群馬県や太田市、みどり市と調整を図り、

ルートの決定や整備を促進します。 

 

道    路 関 係 市 町 村 

都市計画道路中通り大橋線の市内延伸とこれに

接続するアクセス道路 

ルートの決定に向け、太田市と調整を図るとともに、

整備に向け群馬県と調整を図ります。 

都市計画道路桐生大橋線に接続するアクセス道

路(都市計画道路笠懸桐生大橋幹線など) 
整備に向け、群馬県及びみどり市と調整を図ります。

都市計画道路松原橋線に接続するアクセス道路 整備に向け、群馬県及び太田市と調整を図ります。

みどり都市計画道路笠懸西部幹線に接続するア

クセス道路（渡良瀬幹線道路） 
整備に向け、群馬県及びみどり市と調整を図ります。



 
 

- 27 - 

Ⅰ 全 体 構 想

d.市街地の幹線道路の整備 
各地域間・地域内などの交通を円滑にし、主要幹線道路と連絡する、市街地の骨格となる幹線

道路の拡充・整備を、沿道の土地利用に配慮しつつ、推進します。 

特に、現在都市計画道路の計画路線が無い川内地域、菱地域などで、既存道路を中心に、整備

の方向性が確認された区間については新たな都市計画道路を位置付け、地域内及び地域間の交通

の円滑化と市街地の一体化を図ります。このほか、中心市街地と県道小俣桐生線を効率的に連絡

する路線などについて、今後検討を図ります。 

また、市街地の幹線道路については、防災性の向上、良好な景観の形成などのため、無電柱化

を推進します。 

新里地域では、都市計画道路は土地利用計画と併せて検討します。また、各地域間の一体化を

図るため、街区設定なども考慮に入れながら幹線道路網の検討を行い、交通の円滑化と市街地の

一体化を図ります。 

e.市街地の主要道路の整備 
地区レベルの集散交通を円滑に処理するため、幹線道路と連絡する主要な道路の整備を推進し

ます。また、慢性的な交通渋滞が発生している交差点などにおいては、局所的な整備も積極的に

進めます。 

特に、境野、広沢、相生の各地域において、土地の有効利用の促進や、市街地の連続性の向上

などに貢献する道路を配置し、整備を促進します。 

f.⼯業団地等から広域幹線道路へのアクセス道路整備 
新里地域にある既存工業団地や、工業適地計画のうち実現性の高い箇所については、生産性の

向上と円滑な交通の確保を促進します。 

g.みどり市内における桐⽣都市計画道路の⾒直し 
みどり市笠懸町内における既決定の桐生都市計画道路については、今後競艇場周辺の交通対策

を考慮する中で、桐生市決定を廃止し、みどり都市計画道路の決定に向けて両市で検討を進めま

す。 
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図 1-6 幹線道路の整備⽅針 
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Ⅰ 全 体 構 想

ｈ.地区特性に応じた整備⼿法の選択 
商業地や住宅地を通る道路もあるため、沿道を含めた整備など、地区特性に配慮した手法によ

り整備を進めます。 

集積度の高い市街地を通る新たな幹線道路などの整備にあたっては、街路事業のほか、沿道一

帯を含めた沿道区画整理型街路事業、住宅市街地総合整備事業、あるいは面的な基盤整備の必要

性のある地区では土地区画整理事業、また既存の住宅地で幹線道路にあわせて地区内の道路等の

整備を総合的に行う場合は、まちづくり交付金事業など地区の状況に応じた整備を促進します。 

②駅前広場の整備 
駅前広場はバス、タクシーなどと鉄道との連絡を円滑にするための都市施設として、市民の利便

性向上を目指し、整備を推進します。 

桐生駅については桐生駅周辺土地区画整理事業により北口・南口の駅前広場整備が完了していま

す。 

新桐生駅については、東口駅前広場が整備中であり、利便性の向上と良好な景観形成を図ります。

また西口駅前広場については、新桐生駅西側地域のアクセス性向上と企業跡地の利活用等を見据え

た整備により、一層の利便性向上を図ります。 

また、相老駅については一定の駅前広場機能は確保されているものの、広場面積が狭く、十分な

機能確保が為されていないことから、事業手法を検討のうえ、一層の利便性向上を図ります。 

さらに、都市計画決定はされていませんが、西桐生駅前広場については西桐生駅周辺土地区画整

理事業などにより駅前広場を確保します。 

③⽣活道路の整備 
面的基盤整備が行われないまま市街地を形成してきた地区が過半を占め、これらの地区では幅員

4m 未満の道路が多く、防災上・交通上の問題があるため、地区の状況に応じて生活道路の拡幅・整

備を促進します。 

a.主要な⽣活道路の整備 
消防車などの緊急車両や生活サービスなどの自動車交通を担えるよう、主要な生活道路(幅員 6m

以上)のネットワークが形成されるように整備を促進します。 

b.細街路の整備 
建物の更新などにあわせ、4m未満の細街路の拡幅を図ります。 

なお、生活道路などのネットワークが未形成で細街路の多い地区では土地区画整理事業などに

よる面的整備や主要な基盤施設整備、さらに密集市街地においては、地区の状況にあわせた整備

手法の検討を進めます。 

④公共交通網の整備 
公共交通網については、鉄道網のあり方やコンパクトなまちづくりの観点から地域拠点と交通結

節点を繋ぐ交通機能、需要などを勘案しつつ、将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築を目指

します。 

a.鉄道利便性の向上 
市内４鉄道は地域住民や観光客等の貴重な移動手段となっていることから、沿線自治体や関係

機関と連携しながら、鉄道の利用促進や活性化に努めるとともに、その整備の必要性について関

係機関へ働きかけます。また、新桐生駅については、首都圏から直結する玄関口として重要な役

割を担っていることから、東口駅前広場の整備に合わせて駅構内のエレベーター設置について群

馬県・東武鉄道と取り組みます。また、JR 両毛線、東武鉄道桐生線については、輸送力の向上及
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び運行のスピードアップを促進していきます。 

超長期的視点では、相生地域におけるわたらせ渓谷鐵道と上毛電気鉄道は一本化し、JR 両毛線

に乗り入れる方向で検討を進め、新たに相生の松周辺に東武鉄道を含む相互乗り入れ駅の整備を

検討します。 

b.２次交通・３次交通の整備 
地域の特性や利用者の実情に対応した、路線バスや乗り合いタクシーをはじめとする交通シス

テムの確立と、交通機関相互の乗り継ぎの円滑化など効率的でより利便性を向上させた運行内容

を目指すとともに、受益者負担の原則に則り、運営の健全化に努めます。 

c.⻑期的な公共交通サービスの充実など 
高齢者や障害者の移動などの交通需要や、交通利便性の低い地域への対応など、公共交通サー

ビスのあり方について、長期的視点に立った検討を進めます。 

⑤歩⾏者空間の整備 
a.安全で快適な歩⾏者空間 

幹線道路の整備にあたっては、歩行者と自転車通行の共生に配慮された十分な歩道幅員を確保

しつつ、景観を考慮した街路樹、植樹帯などを設け、安全で快適な歩行者空間の整備に努めます。

特に中心市街地での歩行者空間の整備にあたっては、福祉・医療施設や文化的施設などの公共公

益施設を連絡するゆとりと質の高い歩行者空間のネットワーク化を図ります。 

b.⼈に優しい歩⾏者空間 
歩行者通行の障害となる電柱や道路標識について設置位置等の工夫を行い、高齢者や障害者に

とって移動に支障が無い連続した歩道空間を提供するため、バリアフリー化したゆとりある歩道

の整備を進めます。 

c.明るい道路空間 
拠点地区、商店街、住宅地など各々の特性に応じて、街路照明などにより明るく安心して歩け

る、安全な歩行者空間の整備に努めます。 

⑥駐⾞場の整備 
a.需要に対応した整備の促進 

多くの人が集まる拠点地区や施設の整備にあたっては、駐車需要に応じた駐車場、駐輪場の整

備を促進します。 

b.官⺠の適切な役割分担 
中心市街地や新たな拠点地区では民間と公共の適切な役割分担を行い、駐車場案内システムの

構築などにより、駐車需要に適切に対応します。 

⑦多くの⼈が集散する拠点地区の交通環境の整備 
a.駅前広場などのターミナル機能の拡充 

今後、新桐生駅西口や相老駅についても駅前広場の整備を面的整備とともに促進し、鉄道とバ

スの乗換えなど公共交通の利便性向上とターミナル機能の充実を図ります。 

b.沿道と⼀体化した歩⾏者空間の整備 
都心核、地域中心核の歩行者空間の整備においては、沿道空地(ポケットパークなど)の活用を

図るとともに、建築空間との協調や公共施設空間と一体化した歩行者空間の整備を促進します。 

c.アクセス性の向上 
多くの人が訪れる歴史的・文化的資源のある地区や、レクリエーション地区などでは、主要な

施設などの案内板やサインなどとともに、地区や施設の状況に応じて駐車スペースなどの確保の

推進・支援を図ります。 
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Ⅰ 全 体 構 想

3-3 公園・緑地の⽅針 
平成 13 年 3 月に定めた「緑の基本計画」に則し、公園・緑地の整備を促進していますが、経年に

よる新たな関連計画や都市動向の変化などを踏まえ、今後これを見直し、新たな緑の基本計画を作成

し、これに基づいて引き続き整備を促進します。また、この見直しに併せ、緑の基本計画が定められ

ていない新里地域、黒保根地域については新たに検討を行い、その位置付けを行います。 

(1)基本的な考え⽅ 
①⾝近な公園・緑地の拡充 

日常的に市民が利用しやすい、身近な公園や緑地の拡充を図ります。整備にあたっては、全ての

市民が安全で快適に利用できるように配慮します。 

②歴史的・⾃然的特性を活かした公園・緑地の整備の促進 
歴史的資源のある緑地や特色ある植物群落のある緑地などを保全・活用し、公園・緑地の整備を

促進します。 

③市街地の防災性の向上に貢献する公園・緑地の拡充・整備 
火災時の延焼防止や災害時の避難路・避難地などとしての公園・緑地の機能を踏まえ、市街地の

安全性・防災性の向上を図るため、公園・緑地の拡充・整備を促進します。 
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(2)公園・緑地の定義   
種    類 内     容 

基幹公園 住区基幹公園 街 区 公 園 主として街区内に居住するものの利用に供することを目

的とする公園で誘致距離 250m の範囲内で 1 箇所当たり面

積 0.25ha を標準として配置します。 

近 隣 公 園 主として近隣に居住するものの利用に供することを目的

とする公園で 1 近隣住区当たり 1 箇所を誘致距離 500m の

範囲内で 1箇所当たり面積 2ha を標準として配置します。

地 区 公 園 主として徒歩圏域内に居住するものの利用に供すること

を目的とする公園で1箇所当たり面積4haを標準として配

置します。また、都市計画区域外の地域の生活環境の向上

を図ることを目的として設けられる公園(特定地区公園)

で、地域の状況に応じ 1箇所当たり 4ha を標準として配置

します。 

都市基幹公園 総 合 公 園 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など総合的

な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ 1

箇所当たり面積 10～50ha を標準として配置します。 

運 動 公 園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的と

する公園で都市規模に応じ 1 箇所当たり面積 15～75ha を

標準として配置します。 

特 殊 公 園 風 致 公 園 主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、

水辺地などの自然条件に応じ適切に配置します。 

動植物公園 動物園、植物園など特殊な利用に供される公園で都市規模

に応じて適切に配置します。 

歴 史 公 園 史跡、名勝、天然記念物などの文化財を広く一般に供する

ことを目的とする公園で文化財の立地に応じて適宜配置

します。 

墓 園 その面積の 2/3 以上を園地などとする景観の良好な、かつ

屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を

含んだ公園で、都市の実情に応じ配置します。 

そ の 他 児童の交通知識及び交通道徳を体得させることを目的と

する交通公園、その他当該都市の特殊性に基づいて適宜配

置します。 

都 市 林 主として動植物の生息地または生育地である樹林地など

の保護を目的とする都市公園であり、都市の良好な自然的

環境を形成することを目的として配置します。 

都 市 緑 地 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の

向上を図るために設けられている緑地であり、1 箇所あた

り面積 0.1ha 以上を標準として配置します。ただし既成市

街地などにおいて良好な樹林地などがある場合あるいは

植樹により都市に緑を増加または回復させ都市環境の改

善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を

0.05ha 以上とします。 

緑 道 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の

安全性及び快適性の確保などを図ることを目的として近

隣住区または近隣住区相互を連絡するように設けられる

植樹帯及び歩行者路または自転車路を主体とする緑地で

幅員 10～20m を標準として、公園、学校、ショッピングセ

ンター、駅前広場などを相互に結ぶように配置します。 
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Ⅰ 全 体 構 想

(3)整備⽅針 
①公園の整備 

a.住区基幹公園 
ｉ)桐⽣都市計画区域の整備⽅針 

○街区公園 
最も身近な公園として、子供広場ならびに他の基幹公園による機能補完や人口分布を考慮しつ

つ、現在、公園利用が不便な地区などから優先的に整備を促進します。 

○近隣公園 
新川公園が 1 箇所整備されています。各住区に 1箇所の近隣公園を目標としますが、街区公園

の機能も付帯した効率的な整備を考慮し、整備を促進します。 

○地区公園 
市民広場ならびに小梅・琴平公園の 2 箇所が整備されています。今後、3～4 住区に 1箇所の地

区公園が配置されるよう、整備を促進します。 

なお、近隣公園、地区公園については避難地として位置付け、整備を図ります。 

 

図 1-7 配置モデル 

 
 

ii)新⾥都市計画区域の整備⽅針 
○街区公園 
最も身近な公園として、子供広場ならびに他の基幹公園による機能補完や人口分布を考慮しつ

つ、現在、公園利用が不便な地区などから優先的に整備を促進します。 

○近隣公園 
基本的には各住区に 1 箇所の近隣公園を目標としますが、人口集中の度合いなども考慮するな

かで配置等を検討し、街区公園の機能も付帯した効率的な整備も検討しながら、整備を促進しま

す。 

○地区公園 
山上城跡公園が整備されています。今後、3～4 住区に 1箇所の地区公園が配置されるよう、整

備を検討します。 

なお、近隣公園、地区公園については避難地として位置付け、整備を図ります。 

b.都市基幹公園 
○総合公園 

桐生が岡公園、桐生市南公園が整備されています。今後、浅間山地区については、市街地に囲ま
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れかつ桐生川の水辺に接する位置にあり、総合公園としての整備の検討を進めます。 

○運動公園 
桐生市運動公園について、スポーツ施設などの充実や環境整備を促進し、機能・規模の拡充を図

ります。また渡良瀬川河川緑地を活用し、運動公園機能の整備を促進します。 

なお、これらの都市基幹公園は避難地として位置付け、整備を図ります。 

c.特殊公園 
吾妻公園(植物公園)、水道山公園(風致公園)が整備されています。今後、桐生市の自然や歴史

性を活かした風致公園などの新たな整備の検討を進めます。検討候補地としては次の地区が挙げ

られます。 

 

＜特殊公園の検討候補＞ 

・自然観察の森地区 

・柄杓山地区 

・菱町四丁目・五丁目地区 

・茶臼山地区 

・皆沢地区 

・武井廃寺塔、中塚古墳周辺地区 

また、山地部において地形・樹林の特性などを踏まえながら、森林公園などとしての検討を図

ります。 

②緑地・緑道の整備 
渡良瀬川の河川緑地を活用し、レクリエーションの場、憩いの場として整備を促進し、住区基幹

公園及び運動公園の機能の補完を図ります。 

梅田台緑地は梅田湖周辺の環境整備の一環として整備を促進します。 

新川は、新川公園や桐生川の緑地など、沿道の施設を有機的に結ぶとともに、水辺の再生や休憩

施設の充実などを含めた潤いと安らぎある空間として、多目的な活用を図り、整備を促進します。 

桐生川については緑地として、岡登用水・新田堀については緑道として保全します。 

中央、川内、菱及び広沢地域における市街地周辺の丘陵地における樹林地及び新里地域における

市街地周辺の平地林等については、地域制緑地※1あるいは都市林などとして検討を図ります。 

このほか、市内に広がる優良な緑地について、緑地整備の検討を進めます。 

③緑地の保全 
a.特別緑地保全地区 

蕪町緑地保全地区に加え、自然的・文化的に大事な樹林地として、広沢町六丁目の加茂入地区

の樹林地を新たな特別緑地保全地区として指定の検討を進めます。 

b.⾵致地区 
都市の風致を維持し、都市内の身近な自然を保全するため、中央、梅田、菱地域に見られる斜

面緑地や広沢地域の丘陵地、新里地域の雷電山周辺、早川貯水池周辺、山上城跡公園周辺などに

ついて、新たな風致地区指定の検討を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 地域性緑地とは、緑地の分類で、都市の自然環境・景観を保全することを目的に特定の地域を指定し、土地の利用を規制する

ものです。緑地保全地区や風致地区などの「法」によるもの、緑地協定などの「協定」によるもの、条例・要綱・契約等によ

る「条例等」によるものによって構成されています。 
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Ⅰ 全 体 構 想

 

図 1-8 公園・緑地の⽅針図 
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3-4 下⽔道・河川の⽅針 
(1)下⽔道 

①基本的な考え⽅ 
下水道は、公共用水域の水質保全、市街地などの雨水による浸水の防除、生活環境の改善、自然

環境の保全などに必要不可欠な施設であるため、整備効果の高い地域から重点的に整備するととも

に、面的整備事業や街路事業などと調整を取りつつ早期に整備し、公共用水域の水質保全に努め、

快適な生活環境を実現します。 

②整備⽅針 
a.下⽔道整備の推進 

桐生市全体でみた平成 28 年度末の下水道普及率は 81.5％と、全国平均 78.3％を若干上回って

います。地域ごとに普及率をみてみると、桐生地域(境野処理区＋桐生処理区)では 91.5％、新里

地域では 34.0％となっています。黒保根地域では下水道による整備計画はありませんが、効率的

な汚水処理の方法について検討していきます。なお、新里地域ではこのほかに 4 地区で農業集落

排水が整備を完了しています。 

渡良瀬川左岸の境野処理区(単独公共下水道)については順調に整備が進んでおり、平成 28 年度

末の普及率は 98.5％であり、残る一部の梅田町及び菱町について事業を進め、100％の普及を目指

します。 

渡良瀬川右岸及び川内地域の桐生処理区(流域関連公共下水道)については、相生・川内地域で

事業が進捗しておりますが、平成 28年度末現在の普及率は 84.9％となっており、生活環境の向上

を目指し、より一層の整備を推進します。 

新里地域の流域関連特定環境保全公共下水道については、主に武井・新川地区で整備が進めら

れておりますが、普及率向上のため、整備に努めます。このほか、新里地域では農業集落排水な

どにより汚水処理が行われています。 

また、雨水排水の整備についても、緊急性のある地域などから順次整備を推進していきます。 

ｂ.放流⽔の⾼度処理 
下水処理水は渡良瀬川に放流しており、これまでの水質環境基準の維持はもちろん、渡良瀬川

上流の水源都市として清らかな水環境をつくるため、放流水の高度処理を検討します。 

ｃ.下⽔道施設の再構築 
当初整備された下水道施設についてはすでに 60年ほどの年月が経過しているため、ストックマ

ネジメント計画を策定し、管渠、ポンプ場、処理場の延命化を図りながら、下水道施設の再構築

について検討を進めます。 
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Ⅰ 全 体 構 想

図 1-9 下⽔道整備⽅針図 
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(2)河川 
①基本的な考え⽅ 

本市の河川は、渡良瀬川と桐生川を二大河川とし、これらに合流する支流とで形成されており、

過去幾度かの洪水・氾濫を繰り返してきましたが、その後治水・利水対策整備が進められてきまし

た。その一方で、これらの河川は市街地内のオープンスペースとして住民に潤いと憩いを与える河

川ともなっています。 

そのため、今後市街地全体の安全性を高めるために未改修区間の整備を図りつつ、誰もが水辺に

親しみ、レクリエーション空間の場として活用できるリバーフロント※2整備を進めていきます。 

②整備⽅針 
a.河川の安全性の向上 

市街地内を流れる桐生川や山田川などの河川については、河川断面の確保を中心とした河道整

備や築堤を関係機関に働きかけ、安全な河川の確保に努めます。 

b.河川空間の親⽔性、公園化の促進(リバーフロント整備) 
市街地内を流れる渡良瀬川は、河川緑地として都市計画決定が成されており、河川敷を活用し、

親水性を考慮した公園化計画・整備が進みつつあります。今後も貴重な水辺空間としての活用を

図ります。 

また桐生川については、河川改修事業の進捗とともに、源流から下流に至る複数の拠点で、各々

の特性を活かした水に親しめる拠点づくりを進めます。(桐生川整備構想の推進) 

山田川については、改修事業にあわせ、安全で水に親しめる親水護岸の整備を関係機関に働き

かけ、整備を促進します。 

c.河川における⽔質浄化 
河川はアメニティ※3 施設資源であると同時に身近な水辺空間として重要な役割を有しています。 

このため、下水道の整備を通じて、水質汚濁の防止や水質浄化を図り、植物・生物が棲息でき

る水辺空間の実現を図ります。 

d.潤いのある市街地環境の形成 
市街地内に多く見られる赤岩用水などの水路を市街地内の身近な水辺空間として位置付け、親

水空間などの整備を図り、潤いのある市街地環境の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※2 リバーフロントとは、かつては水害危険を避けるために未利用あるいは低密度利用にとどまっていたが、築堤・護岸技術の発

達とともに水利に着目した河岸の土地のことを指します。 

※3 アメニティとは快適な環境のことで、場所、気候風土、自然、社会環境など人間的な住みやすさの概念の事です。 
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Ⅰ 全 体 構 想

3-5 拠点環境整備の⽅針 
(1)基本的な考え⽅ 

①コンパクトなまちづくりの推進 
桐生駅を中心として半径 1km の範囲に多くの都市的要素が集積するなど、中心市街地については

都市として非常に高い密度を有しています。まちづくりの推進にあたっては、今後もこれを活かし

ながら利便性の向上や商店街の活性化を図りつつ、さらに都市としての集積を高め、洗練・強化を

進めながら、人口密度の回復を図り、高密度でコンパクトな都市の形成を推進します。 

②拠点的整備による都市環境づくりの推進 
まち、都市として長い歴史を持つ本市は、これまで培われてきた様々な歴史的・文化的資産や都

市集積などがあり、これらの特色を適切に継承し、活かした桐生らしい都市環境づくりを推進しま

す。 

③拠点的整備によるまちの個性づくりの推進 
特色ある施設の立地、あるいは都市集積のある地区ならびに将来的に都市活動の主要な場所とし

ての役割を期待される地区などについて、重点的かつ拠点的に環境整備を図ることにより、まちの

個性づくりを推進します。 

④魅⼒ある拠点づくりの推進 
拠点的な環境整備にあたっては、地域の特色を活かしながら、歩行者空間や景観の整備及び適切

なサービス機能の導入などにより、魅力ある環境づくりを図ります。 
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(2)整備⽅針 
次の地区について、それぞれの特色を活かした拠点的整備を図り、桐生らしい魅力的な都市環境づ

くりを推進します。 

① 都⼼核の整備 
都心核の整備においては、都心核を2つのゾーン(魅力づくりの拠点に位置付けられる)に区分し、

それぞれの特色を活かしたまちの魅力づくりを推進します。 

 

拠 点 名 整 備 方 針 

桐生駅・本町通りゾーン ・本町通り裏側のコミュニティ道路※4化、幹線道路の歩行者空間の拡充(壁面の

セットバック※5などによる)、商業集積の縁辺部での駐車場の充実、通り沿い

のイベントスペースなどの確保の検討、ポケットパークの創出などにより、

回遊性のある安全な歩行者ネットワークの形成を図ります。 

・通りごとの個性的なイメージづくり(景観・店舗集積、ものづくりと店舗の共

存・融合など)などにより通りの個性化と魅力づくりを推進します。 

・工房ショップ、こだわりの店、個性を明確にした専門店などの誘導により、

個店・商店街の質の向上を図り、周辺都市からの集客を誘導します。 

・文化・健康・福祉などの既存の公益施設を有効に活用しつつ、新たな生活ス

タイルなどに対応した施設を検討します。 

・中心市街地一帯にふさわしく、需要と対応した都市型住宅の供給を促進しま

す。 

・商店街での施設の更新時や後継者不足による店舗の閉鎖などに際しては、権

利者の営業継続意向、生活再建などを考慮しつつ、その意向に応じ個別の適

切な建替えとともに、共同建替え、再開発などの誘導・支援を図り、通りの

個性化を推進していきます。 

・利活用が可能な空き家・空き店舗などについては、利便性の高さを活かして、

商業や福祉、子育て支援施設等への活用など、賑わいや活性化に貢献する施

設としての利用に向けた支援等について検討します。 

・子育て世帯が安心して住み続けられる住宅の確保と、子育て支援施設が整っ

た、利便性の高い住環境づくりを図ります。 

シビックゾーン ・多くの市民が訪れるゾーンとして、歩行者空間の拡充と緑化の推進、市民文

化会館・市役所などの公共公益施設敷地内のオープンスペースの快適化・魅

力化、高齢者や障害者にも優しい歩行者空間、移動空間の拡充を図ります。

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

※4 コミュニティ道路とは、歩行者等が安全かつ快適に通行できるよう、車道を蛇行させたり、歩道を広げ、植栽やベンチなどを

設けたりした道路のことです。歩行・休息・会話・遊びなど地域住民の多様な要請を満たす道路です。 

※5 セットバックとは、道路空間を確保するために建物位置や壁面位置を基準線まで後退させることです。 
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Ⅰ 全 体 構 想

②地域中⼼核の整備 
拠 点 名 整 備 方 針 

新桐生駅周辺 ・駅前広場の整備やアクセス道路など、駅周辺の都市基盤整備を促進します。

・バスサービスの向上や歩行者空間の充実など、交通ターミナル機能の充実

を図ります。 

・商業・宿泊・住宅機能など、ターミナルにふさわしい都市機能の誘導を図

ります。 

・桐生らしいゆとりある空間づくりや魅力的な景観の形成を推進し、もうひ

とつの玄関口にふさわしい顔づくりを進めます。 

・子育て世帯が安心して住み続けられる住宅の確保と、子育て支援施設が整

った、利便性の高い住環境づくりを図ります。 

相老駅周辺 ・広域的官公庁施設の立地を活かしつつ、商業・宿泊・住宅機能などの広域

的機能を含む都市機能の誘導を図ります。 

・魅力的な景観の形成やゆとりある空間づくりを推進し、新たな拠点にふさ

わしい空間形成を図ります。 

・子育て世帯が安心して住み続けられる住宅の確保と、子育て支援施設が整

った、利便性の高い住環境づくりを図ります。 

③⽣活拠点の整備 
拠 点 名 整 備 方 針 

境野町、広沢町、梅田町、

川内町、菱町、新里町、

黒保根町 

・住宅機能、小規模商業施設など、地域の生活の核となるような都市機能の

維持・確保を図ります。 

・鉄道・バス等の公共交通サービスの向上や歩行者空間の充実など、地域の

特性や利用者の実情に応じた周辺交通の検討を図ります。 

④その他の拠点の整備 
a.その他の拠点の整備 

水辺・公園・特徴的景観などがある地区を、緑・レクリエーション拠点として環境整備を図り

ます。 

拠 点 名 整 備 方 針 

水道山・吾妻・桐生が岡

公園拠点 

・遊園地、動物園などは時代に合わせた公園施設機能の充実と更新を図ります。

・公園間の連絡歩行者空間の整備を図ります。 

・美和神社、西宮神社の社寺空間と緑などの周辺環境の保全を図ります。 

・その他、散策路、案内板、サインなどの整備による各施設、場所のネットワ

ーク化を図ります。 

桐生市運動公園拠点 ・市民体育館の老朽化に伴う建替えにあわせ、総合的体育施設の整備を実施し

ます。 

・スポーツを通じた交流の場、機会の創出を推進します。 

・総合運動公園としての公園環境の整備と運動施設の水準向上を図ります。 

・公共交通や車のアクセス性の向上を図ります。 

・その他、周辺も含めた面的基盤整備の検討を図ります。 
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拠 点 名 整 備 方 針 

渡良瀬川拠点 以下の 3 つのゾーンと 7 つのエリアで構成される水辺のレクリエーション空

間の整備を図ります。 

○自然ゾーン(都市に残った自然空間に周辺住民がふれあいながら保全してい

くゾーン) 

・赤岩橋から桐生大橋については、自然保全学習エリアとして位置付け、整備

を図ります。 

・境野水処理センター付近を自然エリア、松原橋付近を自然ふれあいエリアと

して位置付け、整備を図ります。 

○プレイゾーン(日常生活に河川の魅力ある空間を提供するゾーン) 

・都市計画道路中通り大橋線から昭和橋付近については、総合レクリエーショ

ンエリア及び日常レクリエーションエリアとして位置付け、整備を図ります。

○スポーツゾーン(オープンスペースがスポーツ・レクリエーションの機会を充

実させるゾーン) 

・桐生大橋から中通り大橋線については、スポーツエリア及びスポーツレクリ

エーションエリアとして位置付け、整備を図ります。 

桐生市南公園拠点 ・ハイキングコースの整備を促進し、案内板、サイン、休憩スペースの充実を

図ります。 

・その他、茶臼山一帯、桐生市南公園周辺の自然環境の保全を図ります。 

自然観察の森拠点 ・自然観察の森は自然を活かした特殊公園としての位置付けを検討します。 

・自然観察の森や崇禅寺などの歴史的資源周辺は、散策路、案内板、サイン、

ポケットパークなどにより拠点整備を図ります。 

・ハイキングコースの整備を図ります。 

・その他、自然観察の森へのアクセス路の充実を図ります。 

 

渡良瀬川河川敷 

３つのゾーンと７つのエリア 
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Ⅰ 全 体 構 想

 
拠 点 名 整 備 方 針 

梅田湖拠点 ・カヌー、釣りなどの、水面を活用したレクリエーション機能の拡充を図り

ます。 

・湖畔周遊サイクリングロード・散策路、木陰のある台緑地、展望台、休憩

スペース、キャンプ場、屋外アートスペース(屋外彫刻など)などによる湖

畔周辺のレクリエーション機能の充実を図ります。 

・工芸などの体験型施設・スペース導入の検討を図ります。 

・休日の連絡バスなど公共交通利便性の向上や駐車場の適切な整備などによ

るアクセス機能の充実を図ります。 

・主要地方道桐生田沼線沿道への工房などの誘致や県道上藤生大州線沿道の

空き家の利用(別荘として)などによる梅田湖周辺の観光・リゾート機能の

充実を図ります。 

桐生川スポット拠点 ・桐生川整備構想に基づき整備を促進します。 

・源流部・上流部では、治水上支障がない範囲で改修は最小限に止め、中・

下流部では適切な堤防強化・治水対策を講じつつ、河道内は自然形態をで

きるだけ残すよう関係機関に働きかけます。 

・源流部から下流部にかけ、次のようなテーマでスポット的な水辺の拠点づ

くりを促進します。 

○源流部(最上流部から桐生川ダム) 

『渓谷と湖を活かした自然とのふれあいづくり』 

○上流部(桐生川ダムから観音橋) 

『蛍の棲む、清流の里づくり』 

○中流部(観音橋から八坂橋) 

 『川を活かした沿川のまちづくり』 

○下流部(八坂橋から渡良瀬川合流部) 

 『歴史的水辺の再生と河川環境を活かしたまちづくり』 

  ※浅間山の公園化と一体性を持って整備を図ります。 

山上城跡公園拠点 ・周辺に広がる樹林や蕨沢川などの自然環境の保全を図ります。 

・県指定文化財山上城跡や付近にある弁財天堂や山上多重塔(国指定文化財)

などのネットワーク化を検討します。 

・新里薪能など、地域で育まれてきた歴史的・文化的資源の保全に努めます。

利平茶屋・花見ヶ原 

森林公園周辺拠点 

・豊かな森林や美しい水辺など、恵まれた自然環境を活かした屋外レジャー

環境の有効活用を図ります。 

・公共交通機関の利便性向上や駐車場の適切な整備に加え、ハイキングなど

徒歩による移動も含めたアクセス機能の充実を図ります。 



 

- 44 - 

b.魅⼒づくりの拠点の整備 
拠 点 名 整 備 方 針 

群馬大学周辺拠点 ・地区の再編、市有地などの活用による大学用地拡大ならびに集約化、適切な

土地利用配置、土地の高度利用方策などの面的基盤整備の検討を図ります。

・群馬大学地域共同研究イノベーションセンターなどの産学交流支援施設の活

用を図ります。 

・その他、思索の回廊・散策路の整備や憩いの場の整備の検討を図ります。 

彦部家住宅周辺拠点 ・彦部家住宅と周辺の歴史・文化的資源を連絡する散策路などによるネットワ

ーク化を図ります。 

・風致地区などにより、彦部家住宅周辺の土地利用の保全・コントロールを図

ります。 

・幹線道路などからのアプローチ道路の明確化と、駐車場の適切な位置での確

保を図ります。 

・その他、優れたデザインの案内板、サインの設置を図ります。 

有鄰館周辺拠点 ・有鄰館などの歴史的建物の形態保存と文化施設などへの有効活用を図ります。

・歩行者、自転車及び自動車がそれぞれ安全に通行できる道路の整備を図りま

す。 

・伝統的建造物群保存地区や地区計画などの手法の活用により、周辺にある歴

史的建物の保存・活用を図ります。 

・小さな博物館・ショールームづくりの推進と支援を図ります。 

・その他、歴史的建物を活用した個性的な店舗などの誘導等を図ります。 

柄杓山周辺拠点 ・展望台スペース、休憩スペースなどの確保により、歴史公園として柄杓山の

公園化を図ります。 

・歴史的・文化的資源や周辺環境の保全・整備を図ります。 

・各場所へのアプローチ路の明確化や駐車場の適切な位置での確保を図ります。

・柄杓山と周辺の歴史・文化的資源を連絡する散策路・ポケットスペースなど

によるネットワーク化を図ります。 

・その他、優れたデザインの案内板、サインの設置を図ります。 

昆虫の森拠点 ・東毛地域拠点都市地域整備基本計画(不二山地域)に基づき、整備を促進しま

す。 

・昆虫の森へのアクセス性向上のため、周辺道路等の整備を図ります。 

カリビアンビーチ拠点 ・清掃センターの余熱を利用したプールや遊具などを活かした、室内レ 

ジャー環境の有効活用を図ります。 

・公共交通機関の利便性向上や、駐車場の適切な整備などによるアクセス機能

の充実を図ります。 
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Ⅰ 全 体 構 想

図 1-10 拠点環境整備の⽅針図 
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3-6 緑の環境の⽅針 
(1)基本的な考え⽅ 

①⽔辺や樹林地の適切な保全 
豊かな自然環境との調和や共生が、住民のまちづくりの願いであることから、渡良瀬川などの水

辺は、多様な生き物が棲息できる水質、水辺環境の保全を図るとともに、市民の憩いの場として活

用を進めます。また、市街地ならびに周辺の樹林地は、気温、通風などの市街地環境の安定化とと

もに災害防止機能や水源涵養
かんよう

機能などを有しており、林業に配慮しつつ維持保全を図り、併せて住

民の憩いの場として活用を図ります。 

②緑・レクリエーションなどの拠点づくり 
住民の余暇活動の場となる水辺や樹林地ならびに主要な公園・緑地などがある「3-5 拠点環境整備

の方針」に挙げられた地区では、それらの特性を活かした環境整備を図り、魅力を高め、レクリエ

ーション・憩いの場としての拠点づくりを進めます。 

③⾻格となる緑のネットワークづくり 
渡良瀬川、桐生川、山田川などの河川、市街地の公園や拠点を有機的に結びつけ、生態系に配慮

した緑道、緑を備えた歩行者空間で連絡し、市街地内の緑の増進を図ります。 

④市街地の緑化の推進 
市街地の周りは豊かな自然に恵まれているものの、市街地内には緑が少ない状況であり、公共施

設用地や民間敷地内の緑化を促進し、市街地内の緑の増進を図ります。 

(2)整備⽅針 
①⽔と緑の保全 

潤いのある市街地を形成するため、下水道などの普及による河川の水質向上、水辺の保全を図る

とともに、保水機能を持ち、気温の大きな変動を抑制する山地・丘陵の樹林や市街地の樹林・緑に

ついては、動植物の棲息空間の保全とともに市民のレクリエーションの場や憩いの場としての活用

を検討し、山地の林業に配慮しつつ適切な保全を図ります。 

②緑・レクリエーション拠点の整備 
水辺・公園・特徴的景観などがある地区を緑・レクリエーション拠点として「3-5 拠点環境整備の

方針」に挙げられたような環境整備を図ります。 

これらの地区では遊歩道、散策路、案内板、休憩施設などにより拠点の回遊性を高め、場所に応

じて駐車場等のアクセスしやすい条件整備を行い、多くの人々が訪れるゆとりと潤いのある緑・レ

クリエーション拠点としていきます。 

③⽔と緑のネットワークの整備 
渡良瀬川、桐生川などの河川を水の軸とし、緑・レクリエーション拠点や魅力づくりの拠点(コア)、

さらに主な公園や緑地(スポット)を街路樹のある道や緑道(コリドー)などによってネットワーク化

するとともに、あわせて市街地の緑化を推進し、緑豊かな市街地環境を実現します。 
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Ⅰ 全 体 構 想

図 1-11 ⽔と緑のネットワークイメージ 

 

構 成 項 目 内    容 

水の軸 ・渡良瀬川、桐生川及び山田川など 

主な水と緑の

ネットワーク 

・河川沿いの歩行者・自転車道(渡良瀬川、桐生川、山田川の一部) 

・街路樹などを備えた道路(見来居通り、コロンバス通りなどの既存道路と新規整備の都

市計画道路など) 

・小河川、用水路に沿った道(黒川沿い、岡登緑道、新田堀緑道など) 

・緑・レクリエーション拠点へのアクセス道路、ネットワーク化を図る一般道路(自然観

察の森へのアクセス道路など) 

 
④緑化の推進 

a.道路及び沿道の緑化 
市街地において道路の緑は貴重であり、道路空間と沿道空間の一体的な緑化を官民が協力しな

がら推進していきます。 

b.公共施設・⽤地の緑化 
公共施設の建築や改修にあたっては、緑化スペースの確保、また既存施設のオープンスペース

や敷地境界部分の緑化の促進など模範となるような緑化を推進します。 

c.⺠有地の緑化 
中心部においては施設の建替え、再開発などに際し、できるだけオープンスペースを確保し、

植栽などを設けて緑化に努めるよう誘導します。 

住宅地などでは住民の協力を得ながら、既存の樹木や緑地をできるだけ保全しつつ、苗木の配

布などにより、小さなスペースも活用した緑化の推進を図ります。 

また、緑の豊かな地区においては、ルールづくりを検討しながら緑の保全推進を図ります。 
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図 1-12 緑の環境の⽅針図 
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Ⅰ 全 体 構 想

3-7 住宅・住環境の⽅針 
「住宅マスタープラン」に基づき、住宅の供給、住環境の整備を推進します。 

(1)基本的な考え⽅ 
桐生市住宅マスタープランの基本理念である“誰もが豊かさを実感できる住まいと生活環境の実

現”を基本理念として整備を推進します。 

①多様な⼈が住める住宅・住環境づくり 
まちのにぎわいを高め、コミュニティ活動を支援していくため、若者から高齢者まで、多様な人

が住み続けられる住宅・住環境の確保を図ります。 

②地区特性に応じた住宅・住環境づくり 
住宅を中心とした地区、併用住宅が多い地区、工場と住宅が混在する地区など、様々な住環境の

地区があり、各々の特性に応じた住宅・住環境の保全・整備を図ります。 

また、木造建物が密集する地区、細街路が多い地区では安全で良好な住環境づくりを図っていき

ます。 

③産業と共存する住宅地づくり 
店舗と住宅、工場と住宅が併設あるいは近接している地区が多く存在しており、相互の環境を損

なわないよう、活力ある産業活動を維持しつつ、産業と共生する住宅・住環境づくりを図ります。 

④⾼齢者・障害者などに優しい住宅づくり 
高齢者が安心して住み続けられる住宅の確保とともに、障害を持った人々も安全で自由に活動が

できる住宅づくりを図ります。 

 (2)整備⽅針 
①多様な⼈々が住める住宅の供給 

a.公的住宅の供給・改善 
公営住宅については適切な整備を進め、良好な住環境の確保を図ります。 

また、民間の住宅建設に際して、公的融資制度の活用を推進します。 

b.⺠間住宅建設、改善の誘導・促進 
既成市街地においては、道路などの都市基盤条件を整えながら、市街地の再開発、建物の共同

化、建替えの促進などにより土地の有効利用を図り、居住水準の向上に努め、住宅供給を促進し

ます。 

その際、優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、総合設計制度などの手法を活用し、促進

していきます。 

また、相生地域など、市街化区域内の農地や遊休地の多い地区では、土地区画整理事業などの

面的な整備を進め、良好な住宅地の供給を促進します。 

c.⾼齢者・障害者が安⼼して住み続けられる住宅の整備 
高齢者が安心して住み続けられる住宅を供給していきます。 

障害者については、障害者にあわせた住宅改造を行い供給しており、今後もこれを継続します。 

②地区特性に合わせた住宅・環境整備 
a.良好な住宅地の保全 

桐陽台、城の岡、岡の上などの基盤施設が整った住宅地では、敷地規模や建物高さを一定に維

持し、良好な環境の保全を図ります。そのため、地元の意向などにより、住環境保全・向上のた

めのルールづくりを支援します。 
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b.公共住宅団地の維持・改善 
住宅団地については、現在の住環境を維持しつつ、老朽化の程度に応じ、改善等を図ります。 

c.既成市街地での都市型住宅の整備 
土地の有効利用・共同建替えにより、店舗などとあわせ、都市型住宅の整備を誘導し、既成市

街地への人口の誘導を図ります。 

整備にあたっては、再開発関係手法とともに公的住宅制度などを活用しつつ、入居しやすいフ

ァミリー向け住宅を中心とした供給を促進します。 

d.産業と住宅が共存する複合住宅地の環境整備 
住宅と店舗・工場などの間で発生する様々な問題を緩和するため、新築や建替えにおいては建

物の建て方やオープンスペースのとり方などのルールづくりを検討しながら、これらが共存する

複合住宅地の環境整備を推進します。 

整備にあたっては、地区計画制度などの活用を図るとともに、幅員 4m未満の細街路が多い地区

については土地区画整理事業や身近なまちづくり支援街路事業などにより整備を推進します。 

また、街区など小規模な単位での土地利用区分の明確化が望まれる場合は、敷地整序型土地区

画整理事業などの手法により整備を進めます。 

e.密集する住宅地の整備 
小規模な敷地や細街路が多く、建替えが円滑に進まない地区については、防災上の問題もある

ため、住宅市街地総合整備事業や優良建築物等整備事業などにより、既成市街地において快適な

居住環境整備を促進します。 

f.住宅地の道路などの基盤条件の向上 
面的な基盤整備がされないまま住宅地を形成してきた地区には、細街路が多く見られるため、

個別の建替えに応じ、順次細街路の拡幅を図るとともに、接道部の緑化などを促進します。 

また、宅地の細分化があまり進行していない地区においては、土地区画整理事業や身近なまち

づくり支援街路事業などの総合的な基盤整備の検討を進めます。 

g.農地や遊休地の保全 
相生・広沢地域など、宅地化が予想される農地や遊休地の多い地区では、都市に緑の潤いを与

え、農業の基盤として営農意欲が高い農地等については、保全に向けて無秩序な開発が行われな

いよう指導を行うとともに、住宅系の開発については、桐生市立地適正化計画に基づき居住誘導

区域※6へ誘導を図ります。 

地元の意向などにより土地区画整理事業などの面的基盤整備により、良好な宅地の供給などを

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6 居住誘導区域とは、人口減少下においても生活に必要なサービス機能やコミュニティを持続的に確保することを目的に、居住

を誘導し、人口密度の維持・向上を図る区域です。 



 
 

- 51 - 
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図 1-13 住宅・住環境の⽅針図 
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3-8 都市防災の⽅針 
(1)基本的な考え⽅ 

①⾃然的災害の防⽌ 
大雨の時には、一部の中小河川の氾濫や土砂の流出、急傾斜地崩壊の恐れのある箇所があるため、

これらに災害の防止策を適切に講じます。 

②市街地の防災性の向上 
市街地では、非耐火造の建物が密集し、幅員 4m 未満の道路が多い地区が複数あり、火災時など延

焼の危険も高いため、これらの市街地の防災性の向上を図ります。 

③避難空間の確保 
災害時には、安全で速やかに避難するとともに、円滑な救援活動を行えるよう、避難路・避難場所

の確保を図ります。 

④情報基盤の整備 
災害時には、正確な情報を早く伝えることが重要であることから、インターネットや FM 電波など

を活用した情報基盤の整備を検討していきます。 

(2)整備⽅針 
①樹林の育成・保全 
豪雨の際など、水の流出を抑制し、がけ崩れなどの災害を未然に防止するなどの保水機能を持つ樹

林は、造林業の奨励により育成・保全を図ります。 

②⼟砂災害などに対する安全性の確保 
土砂災害特別警戒区域などの指定があり、土砂災害の恐れのある箇所については、砂防事業や急傾

斜地崩壊対策事業などの対策を促進するとともに、避難のための周知啓発や危険な位置にある家屋の

安全な地域への居住誘導を図ります。 

③建物密集市街地の改善・整備 
a.道路・オープンスペースの確保 

道路などの基盤が未整備な地区があり、緊急車両の入れない道路も多いため、道路・オープン

スペースの整備・確保を図ります。 

b.不燃化・共同化の促進 
道路が狭く、また敷地も小さいため個別の建替えが難しい部分が多い箇所では、集合住宅等に

より建物の共同化と不燃化を進めながら、オープンスペースの確保を図ります。 

これらの整備にあたっては、住宅市街地総合整備事業や防災街区整備地区計画により、密集市

街地における防災街区の整備を進めます。 

④建築物の耐震性の強化と消防活動空間の確保 
新耐震設計が制度化された昭和 56年以前に建てられた建築物について、第２期桐生市耐震改修促

進計画(平成 29年 3月作成)に基づき耐震性の重要性について啓発を行い、建築物の耐震性強化を指

導します。 

さらに震災時に拠点となる施設や避難所となる施設などの特定建築物について耐震化を進めると

ともに、民間の特定建築物については融資制度や優遇税制の情報提供を行い、耐震性の強化を促進

します。 

特に木造住宅の耐震化を進めるため、耐震診断補助制度の活用を図るとともに、耐震改修補助制

度の導入についても検討を進め、地震に対して安全で安心して暮らすことができる環境づくりを目

指します。 
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Ⅰ 全 体 構 想

また、高層建築物など新規の大規模建物の建築にあたっては、適切な消防活動空間が確保される

よう誘導を図ります。 

⑤主要な道路整備と延焼遮断帯の形成 
幅員の広い道路は、災害時に避難道路、延焼遮断帯や、災害時の復旧活動の通行路となるため、

幹線道路などの主要な道路の整備と沿道建物の不燃化を推進します。 

特に建物が密集する中心市街地において、本町通りや末広町通りなど、防火地域が指定されてい

る幹線道路沿道で、建物の不燃化をさらに促進し、延焼遮断帯の形成・強化を図ります。 

また、消防活動困難地区がみられるため、幹線道路や主な生活道路の整備により、これらの地区

の主要な道路網の改善を図ります。 

⑥⼈が多く集まる地区の安全性の向上 
中心市街地などの人の多く集まる地区では、連続したゆとりある歩行者空間の整備・充実により、

災害時には避難をしやすい環境の整備を推進します。 

ゆとりあるオープンスペースを確保するため、新桐生駅周辺や相老駅周辺の新たな拠点地区など

については、地区計画制度や総合設計制度などの活用の検討を図ります。 

なお、市役所周辺については、医療施設や他の公共施設が集積し、校庭などのオープンスペース

も多いことや、市の中心部にある位置条件などから、防災上あるいは災害復旧上の拠点となる可能

性が高く、今後防災上の拠点地区としてのあり方の検討などを図ります。 

⑦空き家及び空き地の適正な管理と利活⽤ 
人口減少に伴い、都市全体の人口密度や土地利用密度が低下する「都市の低密度化」と、都市内

部において、空き家、空き地等の低未利用の空間が、小さな敷地単位で時間的・空間的にランダム

性をもって、相当程度の分量で発生する「都市のスポンジ化」が並行して進行しており、今後一層

の深刻化が見込まれるため、現時点で発生している空き家・空き地の適正管理及び利活用と、その

発生を未然に防ぐ予防的措置の両面から対策を進め、防災性の向上と都市機能の維持・改善を図り

ます。 

⑧防⽕地域及び準防⽕地域の⾒直し 
都市整備状況にあわせて、現在の防火地域及び準防火地域の見直しを行っていきます。 

⑨市街地内の公園、まとまったオープンスペース・避難場所の確保 
公園、学校、官公庁や社寺境内などは、密集度の高い市街地において、防災上貴重なオープンス

ペース・避難所であり、これらを適切に確保・保全していきます。 

⑩情報ネットワークの整備 
災害の際は、市の災害対策本部と被災地の双方向の迅速な情報伝達が必要であり、円滑な避難・

救援活動の実現のため、情報ネットワークの整備を進めます。 
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図 1-14 都市防災の⽅針図 
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Ⅰ 全 体 構 想

3-9 景観形成・保全の⽅針 
平成 16 年に制定された景観法に基づき、平成 25 年に景観行政団体となり、平成 28 年 4 月には「桐

生市景観計画」の策定及び「桐生市景観条例」の施行、平成 29 年 4 月に群馬県から権限を移譲し「桐

生市屋外広告物条例」を施行するなど、景観行政を総合的に推進する体制を整えてきたことから、法

の理念を踏まえ、本市固有の景観形成に至った自然・歴史・産業・伝統・文化などを後世に適切に伝

え、保全していくとともに、魅力ある景観の形成を推進します。 

(1)基本的な考え⽅ 
①“桐⽣らしさ”を守り、残し、洗練し、後世に受け継ぐ 

身近にあるまち並みや、山・川などの自然をはじめ、日常目にする景色・風景は突然に出来上が

ったものではなく、桐生に暮らし、働く人々が歴史を積み重ねた結果、形成されたものです。その

中で培われた“桐生らしさ”を適切に守り、残すとともに、より洗練され、魅力ある桐生を後世に

受け継ぎ、個性があふれ、愛着と誇りを持てる桐生の景観をつくります。 

②“⽣活景”に配慮し、⽇常の景観の質を⾼める 
日頃、生活の中に紛れてなかなか気づかない、生活の中の一部となっている景観（生活景）は、

色彩などの秩序が乱れた建物などが１つ造られるだけで生活景の質は著しく低下し、まち並みも乱

れたものになってしまいます。景観は小さな要素一つ一つの積み重ねであることから、桐生に暮ら

し、働く一人一人が、より良い景観を守り、育てていくための方向性や守るべきルールを定め、人々

が快適に生活できる、まちや地域にふさわしい景観をつくります。 

③“市⺠が主体のまちづくり”を推進する 
まちの中の活動は、そのほとんどは市民一人一人の活動によるものであり、その積み重ねから当

市の景観は形成されます。また、道路整備などの行政による大規模事業についても、近年では住民

意見を積極的に反映する時代となっており、今後は市民の担う役割もより大きくなっていくと想定

されます。今後は市民一人一人がまちづくりや景観形成に対して興味や理解を持ち、取組を進めら

れるよう、情報の共有化や体制の整備などを積極的に図るための方策を定め、にぎわいと活力のあ

るまちづくりを推進します。 

 

(2) 景観形成の⽅針 
①樹林の保全と育成 

市街地から眺望される山地・丘陵の樹林を保全・育成するとともに、市街地内の道路・公園なら

びに市民や企業が所有する敷地内のオープンスペースなどにおいて植栽等の充実を図り、緑豊かな

景観づくりを推進します。 

②拠点地区の個性あるまち並みの誘導・整備 
都心核では、建替えなどに際し、壁面線、スカイライン※7、広告サインなどルールづくりを検討

しながら調和のとれたまち並みの形成を図ります。 

新桐生駅周辺や相老駅周辺の新たな拠点を目指す地区では、壁面線の位置など建物整備のルール

を定め、良好な個性ある景観を形成するよう考慮します。 

その他、特色ある施設や施設集積などが見られる魅力づくりの拠点や緑・レクリエーション拠点

などは、各々の地区の特色を活かした個性ある景観づくりを誘導します。特に桐生新町重要伝統的

建造物群保存地区である本町一・二丁目及びその周辺では、歴史的建物と調和したデザインの建物

の誘導を図ります。 

 

 
 

 

※7 スカイラインとは、空を背景にした山や高層建築物などの風景を指します 
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表 1-4 景観地区等の指定の⽅針 
地  区 景観形成の方針 整備要素など 

都 

市 

的 

地 

区 

中心市街地地区 ○商業地としての中心性を醸し出す景観

の演出 

・街角の演出による各商店街の個性化 

・特徴ある区画を活かしたポケットパーク

の整備 

・ストリートファニチャー※8の整備とサイ

ン計画 

・広場、ポケットパーク 

・連続性のある歩行者空間 

・個性ある優れたデザインのサイン、

案内板、舗道の絵タイルなど 

・ストリートファニチャー 

・近代の特徴的建物ファサード※9 の活

用 

桐生駅周辺地区 ○表玄関口としての顔づくり 

・桐生駅のにぎわい、開放感、潤い、シン

ボル性の演出 

・情報ステーションとしてのサインの充実 

・桐生駅と西桐生駅を結ぶ街路樹やストリ

ートファニチャーなどの整備による歩

行者導線の確保 

・駅前広場周辺の建物ファサードの調

和 

・情報ステーション機能の充実 

 －情報コーナー 

 －案内板、サインなど 

・街路樹などの充実 

新桐生駅周辺地

区 

○もうひとつの玄関口としての顔づくり 

・新しい桐生の顔に相応するイメージの強

化 

・情報ステーションとしてのサインの充実 

・新桐生駅から中心市街地への方向性の演

出 

・駅前広場及び周辺建物の整備 

・情報ステーション機能の充実 

 －情報コーナー 

 －案内板、サインなど 

・桜並木へ連続する街路樹創出 

相老駅周辺地区 ○新たな地域拠点としての景観形成 

・周辺地区の玄関口としての顔づくり・工

場地周辺のコントロールによる良好な

市街地環境の形成 

・大規模工場と相老駅を中心とした良好な

住宅地との調和 

・駅前広場周辺の建物ファサード(の調

和) 

・緑化促進などによる周辺環境との調

和 

歴 
史 

的 

地 

区 

彦部家住宅周辺

地区 

○周辺も含めた歴史的景観の保全 

・彦部家住宅周辺の環境整備 

・周辺に点在する社寺のネットワーク化に

よる歴史的小道の設置 

・恵まれた自然景観を背景とした歴史景観

の創出 

・彦部家住宅周辺の土地利用の保全、

コントロール 

・周辺の歴史的スポットなどとの歩行

者ネットワークづくりとアプローチ

道路の演出 

・案内板、サインの充実 

天満宮周辺地区

(群馬大学・本町

一・二丁目) 

○歴史的資産を活かした個性的なまち並

みづくり 

・蔵、のこぎり屋根の工場など、歴史的資

産を活かした魅力的な商店街の整備 

・歴史的建物の保全 

・桐生新町のまち並みを伝承する景観の保

全 

・有鄰館の活用 

・歴史的建物の有効活用 

・建物更新のルールづくり 

 －スカイライン 

 －ファサード 

 －壁面線 

 －色彩 など 

・文化・交流機能の充実 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8 ストリートファニチャーとは、街頭の家具、すなわち歩行者のためのベンチ、案内板などの総称を意味します。 

※9 ファサードとは、建物の正面、外観、見掛けを意味します。 
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表 1-5 景観地区等の指定の⽅針（続き） 
地  区 景観形成の方針 整備要素など 

歴 

史 

的 

地 

区 
(

続 

き)
 

宮本町地区(美

和神社・西宮神

社周辺) 

○歴史的シンボル空間の景観づくり 

・歴史的面影を伝える建築物の保全 

・歴史的面影をとどめる散策路の設置 

・周辺の公園を取り込んだ一体的なサイン

計画とストリートファニチャーの整備 

・ゑびす講でにぎわう通りの景観的演出 

・社寺建築物の保全 

・境内地などの緑の保全 

・案内板、サイン及び歩行者空間によ

る周辺史跡とのネットワーク化 

・祭事空間・通りの仕上げ材などの工

夫 

柄杓山城跡周辺

地区 

○歴史的風土を醸し出す景観づくり 

・柄杓山を中心とした歴史公園の設置 

・周辺史跡及び社寺のネットワーク化によ

る歴史的小道の設置 

・柄杓山の公園などとしての整備 

・案内板、サイン及び歩行者空間によ

る周辺史跡とのネットワーク化 

山上城跡公園 

周辺地区 

○歴史的・文化的景観の保全 

・山上城跡及びその周辺の優良な風致の維

持・保全 

・伝統ある薪能とその舞台となる二の丸広

場などの保全・活用 

・地区を代表する公園としての活用 

・歴史的風致、自然環境の保全のため

の土地利用コントロール 

・公園及びその周辺の適切な維持管理

・公園機能の充実 

中塚古墳周辺地

区 

○点在する遺跡などの歴史的資産を含め

た歴史的景観の保全 

・武井廃寺塔・中塚古墳及び周辺の史跡・

社寺等のネットワーク化 

・特殊公園化の検討 

・周辺史跡などを結ぶ歩行者空間など

の整備 

・本地区の一体的な特殊公園等として

の整備 

自 

然 

的 

地 
区 

渡良瀬川地区 ○河川及び周辺の景観づくり 

・親水公園、親水護岸、眺望点など川を楽

しむハードの整備 

・ランドマークとなる橋梁の景観的活用 

・渡良瀬川を原風景として意識する季節の

催しやイベントなど、ソフトの演出 

・沿岸における建築物の景観コントロール 

・河川敷の水に親しめるスペースの整

備及び多様な空間活用(複数ゾーン

の公園化) 

・新たな橋梁のデザインの配慮 

・選択性のある散策路の整備 

・水に親しむイベントなどの工夫 

 

桐生川地区 ○自然と融合し、水に親しむ景観づくり 

・桐生川整備構想 

 ［清流を守る］ 

 ［人と川の調和］ 

 ［自然景観を活かして］ 

・渓谷河川を活かした親水空間の創出 

・ランドマークとなる橋梁の景観的利用 

・水と緑と人がふれあえる水辺空間の創出 

・源流から下流までの、複数の水に親

しみ、自然に融け込むスポット拠点

の整備 

・河川沿いの散策路の整備 

・歩行者専用橋の設置とデザイン 

・川の誕生からのストーリー展開・演

出 
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③良好な住宅地の景観の保全・向上 
道路などの都市基盤整備の整った良好な住宅地において、敷地の細分化防止や建物の高さを一定

に保つとともに、接道部の緑化の推進などにより、良好な住宅地景観の保全・向上を図ります。 

④歴史的・⽂化的景観へのアクセスの向上 
幹線道路や緑のネットワークから、歩道のデザインやサインの工夫などにより、歴史的・文化的

景観へのアクセスをわかりやすく快適にすることで、街、緑、歴史、文化と変化のある景観を楽し

める空間づくりを推進します。 

⑤良好なサインの設置 
街角などの主要な地点に、桐生らしく個性的な、良くデザインされた案内板やサインを設置し、

街を歩き、景観を楽しめるネットワークづくりを進めます。 

⑥市街地のオープンスペースと緑の確保 
公共施設や大規模民間施設などを中心に官民が協力し、市街地のオープンスペースや接道部など

の緑化を推進し、ゆとりと潤いのある景観づくりを進めます。 

⑦市⺠や企業による景観づくりへの⽀援 
市民や企業の緑化の推進や良好なまち並みの形成などの景観づくりについて支援していきます。 

⑧具体的⼿法の適⽤ 
景観づくりにあたっては、自主的に景観形成に取り組もうとする地区を景観重点地区としての指

定、大規模行為として一定規模以上の建築、造成、開発などの行為に対する基準の設定及び地域の

景観要素に欠かせない重要な建造物・樹木を景観重要建造物・景観重要樹木としての指定など、具

体的手法の適用を積極的に図り、地域特性に根ざした良好な景観形成を推進します。 

 



 
 

- 59 - 

Ⅰ 全 体 構 想

図 1-15 景観形成・保全の⽅針の⽅針図 
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3-10 市街地開発事業の⽅針 
(1)基本的な考え⽅ 

都市整備の内容は多岐にわたっており、市内各地区の特性や動向に応じた方策を講じることが重要

です。国、県などへの協力要請や民間活力の活用を図るとしても、市域の都市整備を同時並行的に進

めることは、資金的にも困難であり、必ずしも効果的ではありません。 

効果的に都市整備を進めるためには、都市構造・地域構造の形成、また地区の重要な課題である定

住人口の維持に寄与する地区整備などを重点的に進めることが必要です。 

①中⼼的な核の再⽣・育成 
都心核においては、都市機能の更新を含めた機能の洗練・強化と魅力づくりならびに定住人口の

維持・回復などによる、再生・育成を重点的に推進します。また、地域中心核においては良好な基

盤施設を備えた拠点の育成を推進します。 

②拠点地区における環境整備 
特色のある施設の立地あるいは都市集積のある地区ならびに将来的に都市活動の主要な場所とし

ての役割が期待される地区などについて重点的に基盤整備を進め、拠点として魅力ある環境整備を

図ります。特に群馬大学周辺拠点については、土地区画整理事業などにより既存の高等教育機関を

活かした市民・産業・学術・研究の広域的な交流拠点の形成を図ります。 

③既成市街地の防災性・住環境の向上 
面的な基盤整備が行われないまま市街地を形成してきた地区が大部分であり、消防車などの緊急

用車両の通行に支障がある幅員 4m未満の細街路が多い状況です。これらの地区のうち、中心市街地

の東側一帯で建物が密集しており、防災上、住環境上の問題を抱えているとともに、位置条件とし

ても中心市街地の再生や定住人口の維持・回復に関わる地区でもあるため、この地区の重点的な整

備・改善を促進します。 

④進⾏市街地における良好な住宅地の形成 
渡良瀬川右岸にはまとまった農地や遊休地が多いため、居住誘導区域内において、住宅地開発な

どの土地利用の転換にあたっては、地区計画等による良好な住宅地の形成を促進します。 

⑤地域の主要な⽣活道路ネットワークの形成 
緊急車両や生活サービスなどの自動車交通を抱える主要な道路(幅員6m以上)の適切なネットワー

クを形成することが市街地において重要であり、消防活動困難地区や主要な道路ネットワークが特

に不備な地区などにおいて、幹線道路や生活道路の重点的整備を促進します。 
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Ⅰ 全 体 構 想

(2)整備⽅針 
面的な整備を次の地区で検討し、整備の促進を図ります。 

整備にあたっては、地区の意向、事業性、整備の効果などを勘案し、区域を適切に設定し、事業化

を図ります。 

地 区 位置付けなど 整 備 方 針 な ど 面 的 整 備 方 策 備 考

桐生駅・本町通り

地区 

西桐生駅周辺地区 

都心核 ○都心核づくり 

・生活の場としての中心市街地 

の再生 

・高密度な商業集積と個性化の 

促進 

・人口維持・誘導 

・市街地再開発事業 

・土地区画整理事業 

等

 

新桐生駅周辺地区 

相老駅周辺地区 

地域中心核 ○地域中心核としての整備 

・新桐生駅周辺 

 “もうひとつの玄関口” 

・相生駅周辺 

 “広域的機能を考慮した拠点” 

・市街地再開発事業 

・土地区画整理事業 

等

 

群馬大学周辺地区 魅力づくりの

拠点 

○学術・研究の場としての基盤

整備 

・土地区画整理事業 

等

 

中心市街地周辺東

側地区 

(東地区ほか) 

住工複合地 ○産業と住宅の共存 

○密集する住宅地の整備 

・住宅街区整備事業 

等

 

相生町五丁目地区 一般住宅地 

進行市街地 

○基盤条件の向上 ・土地区画整理事業 

等

 

 

(3)既定計画の⾒直し 
桐生駅裏地区は土地区画整理事業区域の計画決定がされていますが、都市計画道路などの主要な道

路については整備済であり、また学校などの大規模な土地利用が過半を占めている状況です。生活道

路については幅員 6m 以上のネットワークもおおむね形成されており、修復型の整備により生活道路

などの改善・整備が可能と考えられるため、計画の見直しの検討を図ります。 
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図 1-16 市街地開発事業の⽅針図 

 

 
 




